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○司会者（消費者庁・影山） お待たせしました。それでは、ただいまから「食品に関す

るリスクコミュニケーション～食品中の放射性物質について」を開催いたします。本日司

会を務めます消費者庁消費者安全課の影山と申します。本日はよろしくお願いします。 

 消費者庁では、本日皆様が会場で見たこと、聞いたこと、感じたことを明日以降の消費

行動の契機としていただければ幸いだと感じております。本日のこの学習会が有意義にな

ることを願っております。 

 それでは、資料の確認からさせていただきたいと思います。 

 では、お手元の資料をお開きください。袋の中に、まず冊子が入っていたと思います。

食品に関するリスクコミュニケーションの冊子になっています。こちらが本日使用する資

料になります。資料の１から３と、あと高知県さん、高知市さんの説明資料が入っており

ます。それとあと、本日の会に関するアンケートが１枚ペラで入っております。両面ござ

いますので、休憩中ご記入いただいて、お帰りの際に出口の回収ボックスに投函をお願い

します。 

 それ以外は参考資料になります。まず１点目、「食品と放射能Ｑ＆Ａ」、こちらは消費

者庁で発行しております。８月 31 日に第７版が発行されました。ご自宅のほうで確認いた

だければ幸いに思います。それと、同じく消費者庁からになります、今日の会とは別なん

ですけども、リコールサイト一元化情報のご案内で、リコール情報についてホームページ

消費者庁のページで一元化しております。携帯やパソコンで登録いただければ、リコール

情報がご確認いただけます。それと、食品安全エクスプレス、農林水産省から発行してい

るチラシになります。あと、食品安全委員会から食品安全 e－マガジンというチラシがご

ざいます。こちらもお読みいただければと思います。それ以外に色刷りの資料がございま

す。こちらは高知県、高知市さんからの資料になります。お時間のお手すきのときにお読

みいただければと思います。 

 不足している資料等がございましたら、お近くの係員にお知らせいただければと思いま

す。 

 それでは、中身について、議事次第、ご案内いたします。先ほどの最初に申し上げまし

た冊子をご覧ください。中の１ページ目をご覧ください。 

 この後、講演が国のほうから３本、高知県、高知市の取り組みとして２本あります。ま

ず初めに、食品安全委員会 間渕徹より、「食品中の放射性物質による健康影響について」、

２点目としまして、厚生労働省 林より、「食品中の放射性物質の新基準値及び検査につ

いて」ご説明します。最後に、農林水産省 飯田より、「農業生産現場における対応につ

いて」ご説明します。この後、県、市の取り組みとしまして、食品中の放射性物質対策に

ついて、高知県健康政策部食品・衛生課チーフ松岡よりご説明申し上げます。その後、高

知市の取り組みとしまして、高知市の食品放射能汚染対策をご説明します。 

 その後、10 分の休憩を挟んで、意見交換会に移りたいと思います。意見交換会のときに

は、皆様の忌憚のないご意見をおっしゃっていただければと思います。講演の中で、あら
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かじめ質問いただいておりました内容について、極力説明するつもりでおりますけども、

説明の中で加えられてない場合には、この質問時間、意見交換の中で発表いただければと

思います。 

 終了は概ね４時を予定しておりますので、議事の円滑な進行にご協力をお願いします。 

 それでは、議事のほうに移らせていただきます。 

 まず初めに、「食品中の放射性物質による健康影響について」、食品安全委員会事務局

勧告広報課リスクコミュニケーション専門官 間渕徹よりご説明申し上げます。 

 

○間渕（食品安全委員会） 皆さん、こんにちは。私は内閣府食品安全委員会事務局の間

渕と申します。本日は、食品中の放射性物質による健康影響についてということでお話を

させていただきたいと思います。 

 本日の説明会の最初の説明となりますので、食品健康影響評価の結果についてご説明す

る前に、放射線や放射性物質に関する基本的なお話からさせていただきたいというふうに

思います。 

 放射線は、物質を透過する能力のある高速の粒子、あるいは高いエネルギーの電磁波で

あって、いずれも不安定な原子核を持つ放射性物質から発生しています。 

 ガンマ線、ベータ線、アルファ線と種類がございますが、ガンマ線はエックス線と同様

に電磁波で、物質を透過する力が、図に示したとおり、アルファ線やベータ線よりも強い

という特徴を持っております。アルファ線は紙をも透過することができませんが、ガンマ

線におきましては薄いアルミニウム等の金属板をも透過する力を持っております。 

 このように、放射線は種類によって性質が異なることから、人の健康に対しても与える

影響が異なることになります。通常、１つの放射性物質から全ての放射線が放出されると

いうわけではなく、放射性物質によって発生する放射線が異なっており、１種類もしくは

２種類の放射線を放出しています。 

 次に、放射能とその人体影響について説明をする場合に使用される単位についてです。 

 放射性物質や放射線に関係する単位にはさまざまなものがございますが、今日の説明会

で出てくるものは、ベクレルとシーベルトになります。 

 放射能とは、放射線を出す能力のことでありまして、その能力の強さをあらわす単位が

ベクレルになります。食品中の検査結果などで、１㎏当たり何ベクレルといったような使

われ方をしておりますので、皆さんも新聞とかニュースとかで目にしたり、聞いたりした

ことがあるかと思います。一方、その放射線による人体への影響をあらわす単位がシーベ

ルトになります。今日のお話では、１シーベルトの 1000 分の１であるミリシーベルトとい

う単位が多く使われることになるかと思います。 

 食品中に含まれる放射性物質を食品と一緒に体内に取り込んだり、空気中に存在する放

射性物質を呼吸時に体内に吸い込むと、人は内部被ばくをします。通常、放射性物質によ

る人体への影響は、体内に取り込んだ放射性物質の強さをあらわすベクレルから、人体へ
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の影響の程度をあらわすシーベルトへ変換する必要があります。放射性物質の種類や放射

性物質の影響を受ける人体側の年齢とか、体内への取り込み方などによって影響が異なっ

てきますので、同じ土俵上で比べるために、このように変換する必要がございます。この

場合に、実効線量係数というものが使われますが、この係数というのは、成人の場合は摂

取後 50 年、お子さんの場合は 70 歳までに受ける線量を考慮して決めています。 

 ちなみに、１ Bq というのは、放射性物質が１秒間に１個壊れて、放射線を出す能力の

ことをいいます。 

 それでは、実際に放射性物質を体内に取り込んだときの人体への影響を計算してみたい

と思います。スライドは、成人が１㎏当たり 100 Bq のセシウム 137 を含む食品を１㎏食べ

た場合の計算をしております。放射性物質の能力である 100 Bq/㎏に、食べた量である１

㎏を掛けることによって、実際に体内に取り込んだ放射性物質の強さがあらわされます。

これに実効線量係数を掛けるわけなんですけども、実効線量係数は、ヨウ素 131、セシウ

ム 137 というように、放射性物質の核種ごとによって異なっておりますし、また体内への

取り込み方、また年齢ごとに異なっておりますので、今回の場合、成人の方のセシウム 137

ということから、0.000013 という係数を用いて計算をすると、0.0013 mSv というように換

算をすることができます。 

 放射性物質は放射線を出して、放射線を出さない安定な物質に変わっていきます。これ

によって、放射能が弱まります。このときの放射能の強さが半分になるまでの時間を物理

学的半減期といいます。物理学的半減期の長さは、セシウム 134 の場合は２年ちょっと、

セシウム 137 では 30 年、ヨウ素 131 では８日というように、放射性物質ごとによって異な

っております。 

 また、体内に入った放射性物質は、代謝や排せつなどの体の仕組みによって体外に排せ

つされます。この体の仕組みによって放射性物質の量が半分になる時間を、生物学的半減

期というふうにいいます。生物学的半減期は、代謝のスピードによっても変わっておりま

すので、例えば放射性セシウムの場合、大人の場合では 70 日とか 90 日かかってしまうん

ですけども、代謝の活発なお子さんでは、１歳未満の方では９日、９歳以下のお子さんで

は 38 日といったように、比較的短くなります。 

 このように、体内に放射性物質が入った場合でも、どんどん蓄積されて体にたまってい

くというわけではなくて、放射性物質の特性と排せつなど体の仕組みによって減少してい

くということをご承知おきいただきたいと思います。 

 被ばくには、体の外から放射線を受ける外部被ばくと、放射性物質を含む食品を食べた

り、空気中に存在する放射性物質を吸い込むことによって、体の中に取り込んだ放射性物

質から出る放射線を受ける内部被ばくがございます。外部被ばくも内部被ばくも、人体へ

の影響は、同じ単位のシーベルトであらわすことになっております。 



5 

 

 内部被ばくは、先にご説明したとおり、取り込んだ放射能の強さに実効線量係数を掛け

て算出します。外部被ばくの場合は、線量率といって、その瞬間の放射線の強さに被ばく

した時間を掛けることで算出することができます。 

 放射線やそれを出す放射性物質は、もともと自然界に存在しておりまして、原発事故以

前から、私たちはこの自然放射線を体に受けています。低線量の疫学データを解釈する場

合には、この自然放射線の影響を考慮する必要があります。私たちが自然界から受けてい

る放射線ですが、日本人の平均として１人当たり年間 1.5 mSv というように計算されてい

ます。宇宙線や大地、大気などから放射線を受けておりまして、食品からも平均して１年

間 0.41 mSv の放射線を体に受けています。自然放射線の量は地質などによっても異なって

おりますので、地域差があります。国内でも、最大で 0.4 mSv の差があるというふうに言

われています。食品に由来する放射線は、カリウム 40 という放射性物質からが主たるもの

になります。 

 カリウムは、動植物にとって必要な元素でありまして、私たちの体や食品にも含まれて

おります。この自然界のカリウムの 0.012％程度が、放射性物質であるカリウム 40 になり

ます。そのために、カリウム 40 は私たちの体にももともとありますし、この表にお示しし

たとおり、さまざまな食品中に含まれております。この表の数字は１㎏当たりでお示しし

ておりますので、乾燥した食品に関しましては若干数字が大きく感じられるように表記さ

れております。カリウムは健康を保つために必要なミネラルでありまして、もともと私た

ちの体にもカリウム 40 が含まれています。平均的な体重 65 ㎏の男性であれば、カリウム

40 などの自然界に存在する放射性物質を 7,900 Bq 程度持っているというふうに言われて

おります。 

 放射線による健康影響の種類としては、大きく分けまして確定的影響と確率的影響とい

うものがございます。 

 確定的影響というのは、比較的高い放射線を浴びた場合に私たちの体にあらわれる影響

のことでございまして、例えば高線量を一度に被ばくした場合の脱毛、不妊などがこれに

当たります。確定的影響については、それ以下の値では影響が出ないという、しきい値と

いうものが一般的にはございまして、例えば急性被ばくによる永久不妊のしきい値として

は、男性では 3,500 mSv、女性では 2,500 mSv というふうに言われています。 

 確率的影響は、比較的低いレベルの放射線量での影響のことでありまして、発症の確率

が線量とともに増えるとされている影響のことをいいます。その代表的なものが、白血病

を含むがんになります。放射線によって DNA が損傷を受ける場合がございますが、先ほど

もご説明しましたとおり、もともと私たちの体には放射性物質がありまして、放射線を出

しております。これによる損傷を修復する仕組みがございまして、異常な細胞を排除する

という仕組みも体には用意されております。この生体の防御能力によって、ほとんどの場

合が、がんの発症までには至りません。しかし、ごくまれにこの修復が追いつかなくなっ



6 

 

たときに、がん化する場合がございます。今回の福島の第一原発の場合は、この低線量で

の確率的影響を検討する必要があります。 

 続いて、本題であります食品安全委員会で行った食品中の放射性物質に関するリスク評

価についてご説明させていただきたいと思います。 

 初めに、食品中の放射性物質に関するリスク評価とリスク管理の取り組みについてです。

食品安全委員会はリスク評価機関でございまして、リスク管理機関からの要請を受けて食

品中の危害物質の摂取による健康影響を科学的知見に基づいて、客観的に中立公正な立場

で評価を行うという機関でございます。リスク管理機関が、リスク評価結果に基づきまし

て、費用対効果や技術的可能性、また国民感情などを踏まえて、食品ごとの規制値の設定

などリスク管理に関する施策を立案して実行しております。放射性物質については厚生労

働省から評価の依頼を受けておりますので、ここには厚生労働省というふうにお示しして

おりますが、農林水産省や消費者庁もリスク管理機関になります。 

 福島第一原発の事故の場合では緊急を要する事態であったために、リスク管理機関の厚

生労働省は、原子力安全委員会の防災指針を援用いたしまして、平成 23 年３月 17 日に食

品中の放射性物質の暫定規制値を設定しております。今回の放射性物質に関しては、事後

的にリスク評価を受ける必要があったということで、３月 20 日に厚生労働大臣から食品安

全委員会委員長に対して評価の要請がございました。これを受けて、食品安全委員会では

臨時の委員会を開催しておりまして、３月 29 日にその結果を緊急取りまとめをし、厚生労

働省に通知しております。この主な内容は、ここにお示しした内容になります。 

 厚生労働省は、この評価結果を踏まえて、当面暫定規制を維持することとしましたが、

放射性物質に関する緊急取りまとめは短期間の中でまとめたということもございまして、

食品安全委員会では引き続き、低線量による発がん性などの検討課題を審議し、正式には

昨年の 10 月 27 日に評価結果を厚生労働省に通知しております。厚生労働省では、この評

価結果を受けまして、専門家を交えて暫定規制値の見直しを行い、新たな基準値を設定し、

この４月から適用をしております。 

 食品の健康影響評価に当たりましては、食品安全委員会では約 3,300 の国内外の文献に

ついて内容を精査しております。外国の国際機関の公開資料全てに目を通しまして、一般

の科学論文についてまでも可能な限り収集をし、内容を精査しております。 

 文献については、被ばく線量の推定が信頼に足るかどうか、統計処理などの方法が適切

かどうかといった観点から精査を行っております。 

 しかしながら、食品由来の内部被ばくに限定した疫学データが極めて少なかったことか

ら、内部被ばくに限定することなく、外部被ばくを含んだ疫学データも用いて、可能な限

り人体への影響ということで評価をしております。 

 国際機関におきましては、リスク管理のために、比較的高線量で得られたデータを低線

量域に当てはめた幾つかのモデルが示されております。仮説には、直線しきい値なし仮説、

低線量被ばくはより大きな影響があるとする仮説、しきい値があるとする仮説などがあり
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ますが、異なった仮説のどれが正しいか検証することは、とても困難でした。そのため、

被ばくした人々の実際の疫学データに基づいて判断することとしました。 

 評価の基礎となったデータは、基本的な研究の設計がしっかりしていて、被ばくした方

との比較をする対照集団があり、データの統計学的処理、被ばく線量の推定が適正に行わ

れているものを採用しております。 

 １つは、インドのケララ州というところがございますが、そこではトリウムという元素

を含む砂が原因で自然放射線の高線量地域があり、累積線量が 500 mSv 強であっても、発

がんリスクの増加が見られないという調査結果がありました。高線量地域というのは、こ

のほかにも、中国とかブラジルなどでもございまして、同様に明瞭な差がないという報告

がございます。 

 次に、広島・長崎の被ばく者に対しての疫学データでございまして、白血病による死亡

の推定相対リスクについて、被ばくしていない集団と比較した場合に、200 mSv 以上では

統計学的にリスクが有意に上昇し、200 mSv 未満では有意差はなかったという報告がござ

いました。さらに、広島・長崎の被爆者の固形がんに関する死亡のリスクを調査したもの

で、０から 100 mSv の集団では有意な相関が認められませんでしたが、０から 125 mSv の

集団では、被ばく線量が増えるとリスクが高くなるということが統計的に確認されたとい

う報告です。広島・長崎のデータは、厳密に被ばくの実態と以後の評価がされておりまし

て、10 万人を超える規模のデータが集積されており、しかも 50 年という長さで継続的に

調べられていることから、世界的にも信頼度が最も高いと評価されております。 

 次に、低線量の放射線が小児や胎児に及ぼす影響はどうなのかという問題がございます

が、このことについては精力的に論文の精査に当たっております。参考としたデータは、

チェルノブイリの原子力発電所の事故で、５歳未満であった小児に白血病のリスクが増加

しているというものでした。また、甲状腺がんについて、若年者ほど感受性が高いという

データがありました。しかしながら、これらの報告は被ばく線量の推定に不明確な点がご

ざいました。 

 さらに、胎児への影響についてですが、広島・長崎の被爆者で１Sv、つまり 1,000 mSv

のかなりの高い被ばくをされた方については、知能の発達が遅れる児童の出生率が高いと

いうデータが確認されましたが、500 mSv 以下では統計学的に健康影響が認められなかっ

たという報告がございました。 

 これまでのデータをもとに検討した結果、放射線による影響が見出されている値は、自

然放射線、医療被ばくといった通常の生活で受ける放射線を除いた、生涯における追加の

累積実効線量で、おおよそ 100 mSv 以上と判断をしました。 

 また、小児の期間では、甲状腺がんや白血病に関して成人よりも感受性が高い可能性が

あるという結論に至りました。 

 100 mSv 未満の線量における放射線の影響に関して、疫学研究で健康影響が認められた

との報告もございますが、被ばく線量の推定が不確かであったことや、がんはさまざまな
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原因によって発生するため、放射線以外のさまざまな影響と明確に区別ができない可能性

があったこと、さらに根拠となる疫学データの対照集団の規模が小さかったことなどから、

生じる健康影響の程度が個人差のレベルに埋没してしまい、健康影響について言及するこ

とは困難でした。 

 以上のことから、「おおよそ 100 mSv」とは、この値を超えると健康影響が出るという

値ではなく、また健康影響が出る、出ないという、安全と危険の境目でもありません。こ

の値を超えると、健康上の影響が出る可能性が高まることが統計的に確認されたという値

になります。 

 また、この値は、食品からの放射性物質の検出状況や食品中の放射性物質の検査データ

などに基づく、日本人の追加的な実際の被ばく線量と比較すべき値であり、リスク管理機

関が適切な管理を行うために考慮すべき値と言えます。 

 以上で食品安全委員会からの説明を終了させていただきます。ご清聴ありがとうござい

ました。 

 

○司会者（消費者庁・影山） では次に、食品中の放射性物質の新基準値及び検査につい

て、厚生労働省医薬食品局食品安全部企画情報課課長補佐 林修一郎よりご説明申し上げま

す。資料は 11 ページからになります。 

 

○林（厚生労働省） 皆さん、こんにちは。今日は皆さん、ここにたくさんの皆様に足を

運んでいただきまして、ありがとうございます。厚生労働省の林と申します。食品中の放

射性物質の基準値及び検査について、できるだけわかりやすくご説明をしたいというふう

に思っています。 

 今日の私の話ですけれども、基準値の設定の考え方について、そして今の検査体制につ

いて、そしてその検査で基準値を上回った場合にどういった措置がとられるかについて、

そういう順番でお話をしたいと思います。 

 先ほど食品安全委員会からもお話がありましたように、当初、暫定規制値というものを

定めましたけれども、今年の４月からは新しい基準値を定めて、これを施行しています。 

 暫定規制値とどこが違うかというと、新しい基準値は、暫定規制値と比べてもさらに長

期的な観点から、より一層食品の安全と安心を確保するために設定しました。一番大きな

ポイントですけれども、食品から受けることが許される線量、１年間に人１人が受ける放

射線の線量を５mSv から年間で１mSv に引き下げて、これに基づいて基準値を設定したとい

うところです。基準値の具体的な数字というのは、飲料水だと 10 Bq、牛乳だと 50 Bq、一

般食品だと 100 Bq、乳児用の食品で 50 Bq、こういう設定をいたしました。 

 この４つの区分を設けた理由について、まずご説明をします。 

 飲料水は、１㎏当たり 10 Bq という基準値を設けました。その理由は、第１に水という

のは、全ての人がたくさんの水を摂取されます。１日２リットルぐらい、水だけで摂取を
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されます。それから、WHO が 10 Bq という基準を示している、指標として示しているとい

うことがあります。３つ目に、水道水中の放射性物質は、これ、泥を除去するとセシウム

が除去できますので、非常に厳格な管理が可能であるということで、飲料水は１つの別の

カテゴリーを設けて、10 Bq という基準にしました。 

 次に、乳児用食品と牛乳ですけれども、食品安全委員会が、子どもの方は感受性が成人

よりも高い可能性があると、こういう指摘をしたことなどから、子どもさんの摂取量の多

い乳児用食品、それから牛乳、この２つについてカテゴリーを設けて、一般食品よりも低

い基準値を設定しました。 

 そのほかの食品は一くくりの区分にして、食品、いろんな、肉の好きな人、パンの好き

な人、いろんな好き嫌いがあっても、あるいはいろんな摂取量の差があっても、差の出な

いような基準という考え方で、それ以外は一くくりにしました。 

 さて次に、基準値の根拠を、その考え方を年間１mSv という考え方にしましたというお

話をしましたが、これはなぜかということです。 

 １つ目には、食品の国際規格を設定しているコーデックス委員会という委員会がありま

す、国際的な委員会がありますけれども、ここの指標で年間１mSv をもとに基準値を設定

するというようなガイドラインを提示しています。それはなぜかというと、さらに大もと

となる国際機関で、年間１mSv よりも厳しい措置を講じても、それ以上、人が浴びる線量

を低減するということは達成できないので、これ以上厳しくしなくてもいいですというよ

うなことを言っているということがあります。 

 それから２つ目に、食品はどんな食品でも、できるだけ合理的に達成可能な限り、汚染

物質などを低く抑えようという考え方があります。合理的に達成可能な限りというのは、

心配し過ぎて食べるものがなくなってしまっては困るということです。モニタリング検査

を続けてきて、多くの食品からの検出濃度が時間の経過とともに相当程度低下傾向になっ

てきまして、１mSv に基づく基準に引き下げたとしても、きちんと食料が確保できると、

こういったこともあります。 

 先ほど食品安全委員会から、100 mSv 未満の放射線の影響というのは、科学的に確かめ

ることができないくらい小さいというご説明がありました。このような評価とも、この年

間１mSv という考え方は合致していると考えています。 

 次に、よくご質問を受けるんですけれども、放射性セシウムについての基準はあるけれ

ども、なぜセシウムだけ見てればいいんですかという質問をいただきます。 

 結論としては、それ以外の核種の影響も計算に含めた上で、測定が容易なセシウムを指

標としているということになります。 

 詳しく見ていきますと、それ以外のいろんな核種を実は計算の上で考慮しています。事

故で放出された放射性核種の中で半減期１年以上のものというのは、セシウムのほかスト

ロンチウム 90、それからプルトニウム、ルテニウム、こういったものがあります。一方で、

半減期が短い核種というのは検出量がどんどん減っていますので、この考慮の対象にはし
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ていません。例えば、放射性ヨウ素は半減期が８日であります。１年で 10 兆分の１ぐらい

になりますので、現在ではもう検出されなくなっています。 

 こうした核種の中で、セシウム以外は測定にも非常に時間がかかります。何日もかかる

ようなものもあります。そこで、全ての核種による人体への影響の中でセシウムからの影

響の割合がどれぐらいかということを計算しました。例えば、19 歳以上であれば、全体の

影響の中でセシウムからの影響が 88％ぐらい、それ以外の影響が 12％ぐらい。こういった

ことがわかっていますので、そこから逆算して、セシウムを代表して測定することで全体

の管理をしているということです。 

 ここから２枚、少し話が難しくなって恐縮ですけれども、年間１mSv 以下の線量しか受

けないようにという考え方に基づいて、これが一般食品１㎏当たり 100 Bq という基準にな

るという、そこの考え方をご紹介させていただきます。 

 まず、年間１mSv のうちで、飲料水に割り当てる線量というものを計算しています。先

ほど、飲料水は 10 Bq に決めましたと申し上げましたけれども、これを１日の摂取量２リ

ットルで掛けていきますと、大体１年に 0.1 mSv ぐらいになります。そうすると、残るの

が 0.9 mSv ということになります。 

 次に、１つ仮定を置いていまして、日本の食品の全てが汚染されているということはあ

り得ないので、全ての流通食品の中に占める国内産の食品の割合をもとに、50％がその基

準値のレベルまで汚染されているということがあり得るとして計算をすることにしました。

次に、先ほど食品安全委員会のご説明にあった式と全く同じものですけれども、ミリシー

ベルトとベクレルを換算する式があります。１人１年当たりの 0.9 mSv という線量を、こ

の数字を年間の食品摂取量などで割り算をして、食品１㎏当たり放射性物質がこれだけあ

っても大丈夫という量を決めています。 

 こうして計算上求められた数字を限度値と呼ぶことにします。先ほどの式で限度値の計

算を、ここにあるような年齢の区分、１歳未満、１歳から６歳、男女別、あるいは妊婦、

こういった区分で行いました。 

 その結果、食事の摂取量が相対的に多い 13 から 18 歳の方の限度値が最も小さくて、１

㎏当たり 120 Bq というふうになりました。そこで、この 120 Bq をさらに安全側に切り下

げて、100 Bq というのを新しい基準値としました。 

 事前にいただいたご質問の中で、お子さんについてとても心配ですというご質問、ご意

見をいただいていましたけれども、ここで見ていただくと、１歳未満の限度値は今 460 Bq

というふうに出ています。あるいは、１歳から６歳でも 300 以上あります。こういった限

度値であるけれども、これを切り下げて 100 Bq という基準値を設けていますので、乳幼児

では特にかなり余裕を持った、すなわち安全側に立った設定になっています。さらに、牛

乳・乳児用食品の基準値については、100 Bq の半分である１㎏当たり 50 Bq を基準値とし

ています。これはお子様への配慮ということでございます。 
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 具体的な「乳児用食品」、「牛乳」というのはどういう範囲のものかということは、こ

の資料にお示ししていますので、関心のある方はご覧いただければと思います。 

 また、食品の基準値の適用の考え方で、食品にはさまざまな形態のものがあります。基

本的な考え方としては、原材料であっても、それから製造、加工された後の状態であって

も、両方で基準値を満たさなくてはいけないという考え方としています。ただし、実際に

食べる状態の安全を確保するということが重要ですので、一部の食品では実際に食べる状

態をより重視する考え方を導入しました。例えば、乾燥キノコのように、乾燥食品で乾燥

状態では食べないものについては、乾燥する前の原材料の状態と、それから水戻しを行っ

た後の食べる状態で、基準値を満たしているかどうかということを考えていただくという

ようなルールにしています。 

 それから、幾つかの食品では経過措置期間を設定しました。米と大豆は１年１作の農作

物であること、それから牛肉については冷凍保存されている牛肉があるといったことで、

経過措置を置いています。ただ、多くのものは６カ月ということで、まさに経過措置が、

終わろうとしています。 

 さて、先ほどの計算の話が少し難しくなってしまったので、もう一度同じ話を逆からご

説明をしたいと思います。 

 グラフは、仮に全ての一般食品の 50％、それから乳児用食品などの 100％が基準値上限

まで汚染されていたとした場合、つまり一般食品だと 100 Bq まで汚染されていたとした場

合、それを１年間食べ続けたときに、どれだけの放射線を浴びるのかということをグラフ

にしたものです。 

 内部被ばくについてどう考慮していますかというご質問がありましたけども、食品安全

委員会からもご説明がありましたが、食品からの放射性物質というのは、食べた瞬間に浴

びる量ではなくて、食べたものがその後、体にとどまっている時間、もしその食べ物が 50

年とか 70 年体にとどまっているのであれば、それだけの時間をかけて体に与える影響を全

て足し算して、これを算出しています。 

 そうして１年間摂取した場合の線量がどれぐらいになるかということですけれども、13

歳から 18 歳の男子が最も高くて、0.8 mSv ぐらいになります。全ての年代で１mSv よりは

小さい。基準値を満たす食品であれば１mSv までは行かないという結果になりました。特

に、１歳未満あるいは１歳から６歳の乳幼児の線量はおよそ 0.3 から 0.4 mSv ということ

で、大人の半分以下になっています。新しい基準値を守れば、線量は１mSv の範囲におさ

まるということ、そしてさらに乳幼児については安全側に余裕を持っているということに

なります。 

 実際には、基準値上限ばかりの食品があるという状況は考えられません。むしろ、基準

値上限の食品というのは非常に少ないですから、実際に受けている線量というのは、もっ

と小さいものになります。 
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 昨年の９月と 11 月に、平均的な食生活での放射性物質の摂取量を推計するために、実際

に小売の食品を購入して調査を実施しました。このような調査をマーケットバスケット調

査というふうに呼んでいます。宮城県と福島県では、食品を買うときにできるだけ地元産

のものを選んで購入をしました。この紺色の部分、資料だと濃い色の部分が、そこで購入

した食品を１年間食べ続けたと仮定した場合に放射性セシウムから受ける線量をあらわし

ています。東京だと 0.002 mSv、大体１mSv のさらに 1000 分の２ぐらいということ。宮城

では 0.017 mSv、福島では 0.019 mSv と、非常に小さい値でした。 

 一方で、紺色の上の黄色の部分、資料だと薄い色の棒グラフですけれども、放射性カリ

ウムの摂取量を同時に測定したものです。自然の放射性物質であるカリウム 40 を測定した

結果、大体、先ほどのご説明にもありましたが、0.2 mSv ぐらいになりました。放射性セ

シウムから受ける線量というのは、自然の放射性カリウムから受ける線量と比べても非常

に小さく、またこういったばらつきの範囲、大きさに相当するような数字だったというこ

とであります。 

 比較できるように、日常生活を通じた線量をあらわした図を載せました。食品安全委員

会からのご説明にもありましたが、私たちは日常の生活の中で、宇宙や大気、あるいは呼

吸、それから一般的な食品から、平均で大体年間 1.5 mSv ぐらいの線量を受けています。

一方で、食品からの線量の推計、先ほどお示ししたような数字でありまして、食品からの

放射性セシウムによる被ばくは、それまでの日常生活に比べても非常に小さい値であると

いうことが言えると思います。 

 次に、検査についてご説明をします。 

 食品中の放射性物質の検査ですが、国がガイドラインを示して、実際には検査は都道府

県が行っています。放射性物質の検査は、食品を実際に刻んだりすり潰したりして、そし

て機械に何十分あるいは１時間と入れて検査をしますので、全ての食品の検査をするとい

うことはできません。このため、検査は基準値を超えるおそれのあるものを重点的に行っ

ています。 

 対象となっているのは、これまでに放射性セシウムの検出レベルが高かった食品、ある

いは摂取量の多い食品とか、それから牛肉のように餌の与え方の影響を大きく受ける食品、

出荷制限が解除された食品、そういったものに重点を置いています。 

 区域については、17 の都道府県を対象としていますけれども、さらに地域を、県の中を

さらに細かく分けて検査をするということにしています。 

 このガイドラインに基づいて、それぞれの自治体が生産品目を考慮しながら検査計画を

つくって、検査をしています。 

 もう少し具体的に見てみますと、過去に複数の品目で出荷制限の対象となった左の７つ

の自治体では、より密に検査を、より頻繁に検査を行っています。例えば、過去に 50 Bq

以上の数字が、放射性セシウムが検出された食品については、より頻繁に行ってください
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とか、食品によっても、より放射性セシウムが出やすい食品については、より頻繁に行っ

てくださいということをお願いしています。 

 右側は、過去に出荷制限の対象となったことのある都道府県、あるいはその隣接都道府

県ですけれども、こういった都道府県でもそれぞれルールを決めて、これ以上の検査を行

ってくださいということをお願いしています。 

 また、どのような牧草、餌を食べさせるかといった、飼養管理の影響を大きく受ける牛

乳それから牛肉について、これも定期的にしっかり検査をしてくださいということを求め

ています。 

 水産物についても、１㎏当たり 50 Bq を超えるようなものが検出された品目について、

週に１回ぐらい検査を続けていただいています。 

 放射線が食品から実際に出てくるのを検査するという機械を写真にお示ししていますけ

れども、微量の放射性物質の検査には大変な時間がかかります。２つの方法があって、１

つ目、①は精密な検査ができるゲルマニウム半導体検出器というものを用いた分析法です。

これに加えて、②にありますように、より早く効率的に検査ができる、ただ正確性は少し

劣るんですが、イオン化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータ、こういう測定器

を使った検査も導入をしています。 

 初めに食品を切り刻んで、そして量をきちんと測って、専用の容器に入れて、測定器の

中で測定をしています。その結果について、それが例えばカリウムなのかセシウムなのか、

そういったことを解析して、基準値に合っているかということを確認しています。 

 次に、その検査で仮に基準値を上回った場合にどういう対応をしているかということを

お話します。 

 これは国の原子力災害対策特別措置法という法律に基づく措置ですけれども、基準値を

超えている場合、その食品と同一ロットの食品については、まず回収、廃棄してください

ということになっています。さらに、検査の結果、汚染の地域的な広がりが確認された場

合には、先ほど申し上げた法律に基づいて、国から都道府県知事に宛てて出荷制限、すな

わち出荷をとめるようにという指示をします。そして、その地域全体について出荷をとめ

るという措置が行われます。さらに、著しく高い値が出た場合には、家庭菜園、自分で栽

培したものも含めて、食べないでくださいということで、摂取制限という指示がなされま

す。 

 出荷制限の解除についてもルールがあって、１市町村当たり１カ月で３カ所以上全て基

準値以下であるという要件を満たすということが必要です。 

 現在の出荷制限の対象の品目です。最近高い値が出ているものが、特に太字で下線が引

いてあるものですけれども、キノコであるとか山菜、それから水の、海の深いところにす

む魚であるとか、川魚であるとか。どうしてもこれは、その生産の場で管理ができないよ

うなものが多くなってきています。後から農林水産省の方から説明がありますけれども、
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畑でつくり方をうまく工夫してつくれるものというのは、こういった対象になることは最

近では少なくなってきています。 

 各自治体で実施された検査結果、全て厚生労働省のほうに集めていまして、厚生労働省

のホームページでまとめて公表をしています。 

 検出下限値を一緒に公表してもらえないかというご質問を事前にいただいていましたけ

れども、この公表する際には、放射性物質が検出されなかった場合には検出下限値を記載

するというふうにしています。 

 さて、この検査の結果の状況をざっとご説明をしたいと思います。後から農林水産省の

ほうからもご説明がありますので、簡単ですけれども。 

 野菜については、当初比較的高い値が出ていましたけれども、だんだん、これ、下がっ

てきています。 

 キノコは、秋に少しばらつきがあって、いろんな値が出ましたが、これも比較的下がっ

てきています。 

 そのほかのものについても、最近では数字が比較的下がっている傾向にあります。 

 全体として、左側が発災直後の昨年３月、右側が今年の６月、右が毎月の数字の平均値

とばらつきをあらわすものです。縦軸が放射性セシウムの量です。グラフは、左側の青色、

資料だと薄い色が福島県、右側の濃い色が福島県以外の数字となっています。 

 それから、水産物や牛肉についても、最近では比較的数字が下がってきています。 

 穀類については、秋に収穫がされますので、ばらつきのあるデータが昨年出ていますけ

ども、今年しっかり見ていく必要があるというふうに思います。 

 今日、限られた時間ですので、大まかな概要でございますが、基準値の設定、検査体制、

そして基準値を超過した食品の取り扱いということでご説明をいたしました。 

 厚生労働省のホームページでも、こうした情報を提供いたしております。食品中の放射

性物質への対応というページで、対応の詳細や全ての検査データ、今日の説明会の資料あ

るいは議事録といったものを掲載していますので、是非ご参考にしていただければと思い

ます。 

 また、検査体制の整備についての支援について、ご覧のようなことを各省庁と連携して

行っております。これからも引き続き取り組んでいきたいというふうに思っております。

今日はご清聴ありがとうございました。 

 

○司会者（消費者庁・影山） 次に、農業生産現場における対応について、農林水産省生

産局総務課指導官 飯田省三よりご説明申し上げます。資料は 25 ページからになります。 

 

○飯田（農林水産省） 皆さん、こんにちは。私、農林水産省生産局の飯田と申します。

よろしくお願いいたします。 
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 本日は、農業生産現場における対応についてお話しさせていただきます。約 30 分間お話

しさせていただきます。本日の内容でございますが、農林水産省の対応と、それから野菜

から水産物までの品目ごとの対応、放射性物質の調査結果と生産現場での取り組みについ

てご説明をいたします。また、本年の４月から新しい基準値、100 Bq という一般食品の新

基準値がございますが、これの検査結果についてもあわせてご覧いただきたいと思います。 

 それでは、説明に入らせていただきます。 

 農林水産省にとって一番大事なことは、基本としていることは、国民の皆様に安全な食

品を安定的に供給するということでございまして、これを最優先の課題として取り組んで

おります。 

 こういう中で、放射性物質対策につきましては、福島県を初めとする関係都県、あるい

は先ほど食品衛生法のお話がございました厚生労働省と連携いたしまして、基準値を超え

る食品が流通することがないように、さまざまな取り組みを行っているところでございま

す。 

 品目ごとのご説明に入る前に、皆様との共通の理解をということで、このスライドを見

ていただきたいんですが、農作物へ放射性物質がどのような経路で農作物を汚染するかと

いうのを見ていただきたいと思います。 

 農作物への汚染経路は、大きく２つございます。事故直後に、スライドの左側にござい

ますように、直接放射性物質が作物の上に付着したという汚染の経路でございます。２つ

目は、右側の放射性物質を根から吸収するというタイプでございます。 

 野菜を例に考えていただければ、わかりやすいかもしれません。まず事故後、葉物野菜

に降下物が落下しまして、直接汚染をして、ホウレンソウのような葉物野菜が随分と汚染

されて、基準を超過しております。その後、新たに作付されたような作物については、野

菜であっても、農地に降下した放射性物質を根から吸収するという右側のタイプになろう

かと思います。 

 一方、例外的なものがございます。スライドの真ん中でございます。果実、果樹、それ

からお茶がこれに該当しますけれども、昨年の３月の時点で既に植えられているもので、

そのとき降ってきた放射性物質が木の幹あるいは葉の表面に付着して、その後、実った果

物あるいは新芽のお茶の中に、木の中を移行して汚染が出てしまうプロセスでございます。

このスライドでは、転流という表現を使っております。 

 以上のことを念頭に入れていただきながら、品目ごとにご説明をさせていただきます。 

 まず、野菜でございますが、事故直後圃場に植わっていたホウレンソウなどの葉物野菜

は、降下してきた放射性物質が付着して、広い範囲で暫定規制値を超える汚染が見られま

した。一方、７月になって、真ん中のグラフですが、根から吸収するステージに変わると、

野菜類の汚染は急激に減少しております。野菜類は根から吸収することが少ないものです

から、去年の夏以降、暫定規制値である 500 Bq はもちろんのこと、100 Bq を超える今の

基準を考えても、ほとんど見られなくなりました。 
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 このスライドは、麦、それから果実、それからお茶の結果です。事故直後の３月の時点

で植えられていた植物は、先ほど申し上げましたように木の幹に降下した放射性物質が付

着して、木の中を通って、果実やお茶に結果として出てしまうということがございました。

中でも特徴的なお茶について見ていただきたいと思います。 

 果実とかお茶というのは根が深く張っておりまして、基本的には耕すことがございませ

ん。表面の汚染が根に到着するということは、後ほど説明しますけれども、これもなかな

か考えにくいところです。木の中を移行して、汚染が広がるというふうに我々は考えてお

ります。逆に言えば、今後新たな汚染が増えるというわけではございません。木の中に持

っている放射性物質をどうやったら減らすかということになろうかと思います。 

 このグラフで、お茶は去年の結果でございますので、荒茶の状態で測った結果です。現

在は新しい基準の 10 Bq という、１リットル当たり 10 Bq という飲料水の基準で測ってお

りますので、その状態で簡単に比較はできませんけれども、10 Bq を超えるものは見つか

っておりません。後ほどそれはご説明をさせていただきます。 

 このような状況の中で、生産現場でどのような取り組みをしたかということをご説明し

ます。 

 まずは、放射性物質の低減対策をやることでございます。もう一つは、汚染されたもの

が流通しないように検査を徹底するということにいたしております。 

 まずは、具体的な取り組みですけれども、農地の除染の方法です。表土を剥ぎ取るとい

う、左側のスライドにございますけれども、農業に従事したことがある方でしたら、表土

を剥ぎ取ることが、いかに大変なことかということはおわかりになろうかと思いますけれ

ども、それを丹念に、現場では一生懸命取り組んでおられます。 

 それから、右側のスライドは、表層の汚染物質を下のほうへ追い込むという、汚染物質

を下層に反転させるという方法でございます。これはかなり効果がございます。下層の粘

土質と結びつくことによって、汚染物質が表面に再びあらわれるということは少ないと考

えます。 

 このような低減対策を行い、さらには肥料や、農業資材の取り組みを行っています。例

えば暫定許容値という表現がございますけれども、400 Bq という暫定許容値を設けて、こ

れを超えるような物質が、肥料が使われないように調査を徹底し、許容値を超えるものに

ついては使用を自粛するというようなことでお願いをしているところでございます。 

 このスライドは、新基準値になってから、この４月以降の結果です。超過した品目は右

側に記載したとおりで、汚染の原因がわかっているものもございます。例えば、ホウレン

ソウの場合、これは事故当時汚染された、べたがけ資材という合成樹脂製の覆いを事故後

も大事に使っていまして、資材の汚染がホウレンソウの汚染につながってしまったという

ことがわかっております。また、アシタバだとかウメ、ブルーベリー、お茶、これらへの

汚染がいまだに若干見られますけれども、これは多年草のアシタバ、それから果実につき
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ましては除染が不十分ではないかと考えています。特に、ウメとかブルーベリーにつきま

しては、なかなか難しい面がございます。 

 お茶は、一番茶、二番茶ということで、今年の作柄の中から 10 Bq の新基準値超えは、

1.8％という結果が出ておりますけれども、主産地でございます静岡、埼玉、神奈川では、

基準を超えるものは１つも出ておりません。茨城、栃木、千葉、群馬、岩手のごく一部で

基準値を超えるものが見られました。これらの地域はもともと出荷制限がかかっていると

ころでございますので、出荷が解除できるかというチェックをしたところの結果です。し

たがいまして、これが市場に出回っているということではございませんので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 次に、米に関してのご説明を申し上げます。 

 このグラフは、平成 23 年の米の調査結果です。17 都県で 3,200 検体を超える調査をい

たしました。平成 23 年の段階ですが、新基準値でございます 100 Bq を超えたのは、福島

県を含む 17 都県全体、の検査結果で 0.3％でございました。また、99.2％は 50 Bq 以下と

いう結果です。福島県の結果だけ見ても、100 Bq を超えたのは 0.6％という結果になって

おります。これが平成 23 年の検査結果です。 

 一連の検査が終わった後、去年の 11月に福島市で 500 Bq を超える米が見つかりました。

ニュースでご承知だと思いますが、その後農林水産省は福島県と連携してどのような対応

をしたかについて説明いたします。 

 １つは、１つの検体から 500 Bq を超えましたので、ほかにも 500 Bq を超えるものがな

いかということで、玄米から放射性セシウムを、全ての検体から全袋、それから全戸調査

ということで緊急調査を行いました。さらには、今年の平成 24 年産の作付を行う上で、セ

シウムの高い米はどうして出たのか、さまざまな要因を解析いたしました。土壌の性質だ

とか肥料のやり方、それから水の種類、周囲の森林の影響等々を検証したわけでございま

す。 

 これは、福島県における緊急調査の結果でございます。全袋、全農家の詳細な緊急調査

を行いましたところ、高い値が出たところを中心にした米の検査でございますけれども、

２万 3,247 戸の全ての農家の米を検査したところ、それが左のグラフです。500 Bq を超え

るものが１件見つかったので、詳細に調べたところ、さらにばらばらと見つかるのではな

いかと思ったところですが、38 戸、１％の検出でございました。さらに、100 Bq という今

の基準で考えても、この地域に限定しても、福島県の汚染されている地域だけ見ても、

97.5％が 100 Bq以下という結果でございました。いずれにいたしましても、非常に限局的、

局所的に高い値が出たということが実態でございます。 

 なお、平成 23 年米につきまして、生産者の不安、それから消費者の皆様方が不安を感じ

るということで、福島県の要請を受けて、100 Bq を超える放射性セシウムが検出された地

域の米は市場に一切出さずに、ほかの地域の米と分離し、焼却処分をする予定でございま

す。 
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 ここから２枚ほど専門的なスライドが続きます。どうして高い値が出たかということの

分析をいたしました。 

 １つは、暫定規制値を超過した地域では土壌中のセシウム濃度が高いということは、わ

かっておりましたけども、その一方で、土壌中のセシウムが高いからといって、必ずしも

高い値が出るのではないということもわかりました。ごく一部の圃場にしか、高濃度のお

米は見られなかった。 

 このグラフですが、カリウム濃度と米に含まれる放射性物質の相関関係を調べたもので

ございます。 

 その結果、玄米の放射性濃度が高いところは、土壌中のカリウム濃度が低いということ

がわかりました。カリウムとセシウムは、作物にとって似たような動きをする。同じ元素

ということで、似た動きをします。カリウムがある程度あると、セシウムは吸いにくいと

いうことがわかりました。逆に、カリウムが少ないところではセシウムが多く吸われやす

いということが、要因としてわかったのです。 

 もう一つは、セシウムの高い値が出たところの要因として考えられるのは、山間の狭い

規模の農地、水田でございまして、基本的には余り耕されない水田が多かった。これには

２つございまして、耕さないということでセシウムが表層に残っている。もう一つは、根

も耕さないものですから、土壌の表面にしか張らないという傾向がございます。右側に稲

の株を抜いたところがございますけれども、おおよそ 10 ㎝以内に根の張り、分布が見られ

ます。根の張り方が浅いと、上のほうの濃度の高い放射性セシウムを吸収するという状況

にあったので、高い値が出たのではないかということがわかってまいりました。 

 こういう結果をさまざま、分析をもとに今年度の取組みをいたしました。 

 平成 24 年産の作物の作付の考え方です。これは４月に政府として決定いたしました。平

成 24 年の考え方は、平成 23 年産の詳細な結果をもとに、１つは作付を制限するところと、

それから条件つきで作付をするところ、それからそれ以外の地域と、３つに分けました。 

 作付を制限したところは、今年の３月時点で警戒区域や計画的避難区域、これは当然、

作業になかなか入ることができないということで、作付制限をしております。それから、

平成 23 年度産の 500 Bq を超える放射性セシウムが見られた地域は、平成 24 年産につきま

しても作付制限をして、作付できないということにいたしました。 

 ２番目の条件つき作付のところですが、100 Bq から 500 Bq の値、範囲で見られたとこ

ろにつきましては、事前に出荷を制限していただきます。それから、地域の米を全量管理

していただいて、具体的には農地を除染するだとか、それからカリウムのような吸収抑制

対策をしっかり行っていただく、こういう対策を施していただいた上、さらに全部の袋を

検査して出荷するということを条件にしております。 

 それ以外の地域につきましても、平成 23 年の調査結果をもとに、全戸調査並みの濃度で

やるところもございます。これは②に隣接しているところは全戸並みの調査を行うなど３

つのランクに分けて検査を行っております。 
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 具体的に、これは現在作付制限をしているところです。スライドの太線の枠の中は、昨

年の作付制限区域でございまして、今年も作付をしておりません。それ以外に、濃い黄色、

お手元の資料ではよくわからないかもしれませんけど、濃い黄色のところは 500 Bq 超えの

地域でございますので、ここは作付制限をしているところです。薄い黄色のところ、これ

は②に該当するところですので、条件つき、全量管理の上、全袋検査をやっていただく地

域です。 

 これは全袋検査を行っている動画です。 

 一つずつ、30kg の出荷単位でもって検査をしております。 

 全袋、このように検査しておりまして、ここでバーコードを貼付いたします。このよう

に全袋にバーコードがあって、どこで生産されて、検査結果が幾つだったかということが

わかるようになっております。これが全袋調査の様子でございます。 

 これが平成 24 年米の現在の、９月 21 日現在の調査結果でございます。全て基準値以下

ということですが、これだと、ご質問にございましたように、みんな 100 Bq 以下だという

ことで数字がわからないじゃないかというご質問がございましたけれども、50 Bq 以下で

ございます。さらにホームページを見ていただければ、細かなデータが記載されておりま

して、99％以上は検出限界以下という結果になっております。 

 次に、畜産物についてご説明いたします。 

 畜産物につきましては、まず調査結果でございますが、スライドの左側に原乳について

の調査結果がございます。３月の時点では放射性セシウムやヨウ素などで基準値を超えて

いるものがございましたけれども、４月以降は全て 50 Bq 以下ということになってござい

ます。 

 スライドの右側は牛肉の結果です。昨年、事故後、事故時に圃場にあった高濃度の稲わ

らを使ってしまった一部の農家で、500 Bq を超える牛肉が出ましたけれども、その結果、

牛肉については全頭検査あるいは全戸の検査を一部の県で行っておりまして、今までに９

万件を超える検査を行っております。 

 他の畜産物につきましての平成 23 年度の結果です。 

 豚肉、鶏肉、鶏卵の結果ですが、基本的には外部で汚染された飼料だとか敷きわらを使

用しない限り、輸入飼料の依存度が高いこともあり、ほとんど出ておりません。豚で若干

検出がございましたけれども、これは外部の飼料を敷きわらとして使ったということがわ

かっております。 

 畜産物についての取り組みをご説明いたします。 

 ポイントは餌になるということで、基準値に対応した餌の管理を徹底するということが

一番だというふうに思います。さらには、生産されて出荷されたものの検査体制に万全を

図るという体制でございます。 

 新基準値であります 100 Bq、牛乳で 50 Bq を超えないように、飼料の暫定許容量も 300  
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Bq から 100 Bq あるいは 80 Bq というふうに下げて対応しているところでございます。そ

のほか、牧草地の除染だとか代替飼料の確保というものに支援をしているところです。 

 畜産物に関する取り組み、放射性物質の調査ですが、検査に関して言うと、今まで牛肉

についてお話ししましたけれども、全戸調査を４県だったものを７県に拡充したり、それ

から牛乳につきましても検査や調査の頻度を増やしたというふうなことをやっております。 

 ４月以降については、この結果がデータでございます。 

 100 Bq の基準値を超えたのは、豚肉で１点、これは先ほどお話しした敷きわらの問題が

ございました。それ以外につきましては、超過するものはございません。 

 次に、林産物、キノコについてお話ししたいと思います。 

 残念ながら、特用林産物でありますキノコだとかタケノコ、コゴミ、こういうものの山

菜は４月以降も新基準値を超えるものが出ております。管理が十分にできないということ

もございますけれども、原木シイタケについては管理がある程度できるにもかかわらず、

超過しているのが現状です。山菜につきましては、山に自生しているものでございますの

で、一部タケノコも含まれますけれども、基準値を超えるものが出ているというのが春の

状況です。 

 ただ、皆さんにご理解をいただくために、念のため申し上げておきますと、現在シイタ

ケの８割は菌床シイタケでございまして、原木シイタケは２割ほど、２割弱ということに

なっておりまして、菌床シイタケの結果は、真ん中のスライドの状態でございます。 

 キノコに対するこの取組みは、ポイントはキノコの原木の管理ということに尽きるかと

思いますので、原木に含まれる放射性セシウムの指標値を 50 Bq にして、原木の取りかえ

を積極的に取り組んでいるところでございますが、なかなか需給のマッチングができませ

んので、原料の確保に苦慮しているところでございます。 

 今年の４月以降の検査結果です。 

 菌床シイタケでは基準値を超えるものがありませんけれど、原木シイタケでは相変わら

ず基準値を超えておりまして、原木の更新が急務というふうに考えております。 

 最後になりましたが、水産物のご説明をいたします。 

 今年８月までの水産物の検査結果で、お手元の資料では白抜きのところが福島県の結果

でございます。１万 6,900 件以上の検査をやって、100 Bq を超過しているものが 2,000 件

ほどございます。13％弱もあって、多く見えますけれども、白い色の、今申し上げた福島

県の実施した結果が入っております。福島県は、ご存じのように今も操業を自粛しており

ますので、この基準値を超えたものが市場に流通しているということではなくて、試験操

業の結果を含んでいるというふうにご理解いただきたいと思います。 

 水産物に対する取り組みですが、過去に 50 Bq を超えるような魚種あるいは主要水産物

を中心に、生息域だとか漁期だとかを調査を行って、対象魚種の拡大、調査頻度を増やし

て強化を図っているところです。 
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 具体的には、内水面の魚種と沿岸性の魚種、それから回遊性の魚種に分けて調査を区分

しておりまして、大もとは福島県の調査結果でございます。近隣の茨城県、宮城県でも、

しっかり検査をする。魚種をグループに分けて、生態も考慮して検査を行っております。

内水面というのは、なかなか難しい面がございますが、県域に分けて検査を行っておりま

すし、沿岸性の魚種につきましても、底魚なのか中層の魚なのか、あるいは上のほうにい

る魚なのかを考慮しております。また、マダラだとかカツオ、サンマのような回遊性の魚

種につきましては、それぞれの漁期を考えまして、魚群の移動や海流、海水温など、北海

道から千葉沖まで漁場を各県の海域で細かく分けて、検体を採取しているところです。 

 ご質問の中に、生物濃縮を心配するご意見がございました。セシウムはほかのミネラル

と同様に、一定期間を過ぎると体外に排出されてしまいます。生物学的半減期というのは

魚にも適用されますので、長期間魚の体内にいるということはございません。それでも、

今までの調査結果では、最大濃縮 100 倍ぐらいにまでなるんではないかということも言わ

れておりますので、水産物の調査は今後とも続けてまいりますし、それから海水のモニタ

リングというのも引き続き全力を挙げてまいりたいと思っております。 

 これは海面からの深さと、それから生息域の違いによって、放射性セシウムをグラフ化

したものです。左のグラフが表層にいる魚で、イカナゴだとか、それからカタクチイワシ

の稚魚ですが、グラフの見方は、左から、事故後４カ月から５カ月のときに 100 Bq を超え

ているものがございましたけれども、現在はなくなっています。一方、真ん中のグラフは

底にいる魚でございまして、全体的には、右下がりにはなっているという見方もできるか

もしれませんけど、まだまだという状況です。それから、右側のグラフにつきましては、

ミズダコだとか長期間基準値を下回っている魚種もございまして、下にずっと一本線にな

っておりますが、こういうミズダコなど長期間基準値を下回った魚につきましては部分的

に、試験操業を行って販売できるようになったものもございました。もちろん、この販売

に当たりましても、生の状態と、それからゆでた状態で検査を行って、全て検出下限値以

下という結果をもって販売をしているという実態です。 

 出荷制限につきましては、先ほど厚生労働省からもお話がございましたが、これは見て

いただければと思います。 

 自主規制。福島県ではミズダコなど一部の魚種を除きまして自主規制を、操業自粛をし

ておりまして、近隣の他県でも放射性セシウムの基準値を超える、あるいは超えるおそれ

があるもの、超えたことがあるアイナメなどの一部の水産物につきましては操業を自粛し

ております。茨城県でも、一部魚種を海域に分けて細かく規制しているところでございま

す。 

 最後になりますが、消費者への情報提供のあり方についてお話しいたします。 

 放射性物質の調査内容は、消費者の方にわかりやすくご説明するために、生産物を生産

された海域別に分けて明確に表示するようにしております。これは今年の５月に八丈島の

近海で漁獲したカツオが、福島県いわき市の小名浜港で水揚げされたところ、結果は検出
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下限以下だったんですけれども、築地の市場で値がつかなくて、１㎏当たり 105 円という、

通常は 1,000 円以上する魚種ですが、10 分の１になってしまったということがございまし

たので、情報発信の必要性を痛感いたしまして、産地表示を海域別に細分化したものでご

ざいます。時間を超過しました。申し訳ございません。 

 

○司会者（消費者庁・影山） それでは、ここからは高知県と高知市の取り組みになりま

す。 

 まず初めに、高知県の取り組み、食品中の放射性物質対策について、高知県健康政策部

食品・衛生課チーフ（食品保健担当）松岡哲也よりご説明します。 

 

○松岡（高知県） ただいま紹介いただきました県食品・衛生課の松岡と申します。今か

ら県の取組みにつきまして、手短ではありますけれどもご説明のほうをさせていただきた

いというふうに思います。 

 まず最初に、私ども、県という形で言っているんですけれども、実はこの放射性の基準

というのは食品衛生法で決められています。ですので、食品衛生法に基づいた行政のほう

を我々、行っているんですけれども、実は高知市さんは県下で唯一中核市という形になっ

ておりまして、高知市さんのほうは高知市保健所を持っておりまして、食品衛生法上は独

立した組織という形になっております。ですので、私のこれからのご説明は、県下でも高

知市を除いたあとの全ての市町村での、私どもの行政という形でご理解いただけたらと思

います。この後、高知市につきましては高知市の藤川主幹のほうからお話があると思いま

すので、対応のほう、よろしくお願いします。 

 それではまず、私のほうから食品中の放射性物質の対策にということなんですけれども、

まず食品の検査というのを高知県のほうではやっております。平成 24 年４月から毎月 10

検体、１年間にわたりますので、合計 120 検体の食品中の放射性物質の検査を行うという

ことになります。どういったものをやるかといいますと、前のほうにございますように、

野菜で 24、あと穀類、これは基本的にはお米になります、あと果物、水産物、畜産物、牛

乳、飲料水、それから乳児用食品として粉ミルクということで、大体食べるものが多いも

のを中心に、野菜なんかは一番多いですので 24 検体、そのあと果物、水産物等を多目に検

査をするということを考えております。 

 実際、どういったようなことで検査をやっているかと申しますと、毎月、実際に 10 検体

を一度にやるのがなかなか難しいものですから、毎月２回、１回５検体に分けてやってい

ます。検査機関としましては、高知県の衛生研究所のほうにゲルマニウム半導体検出器が

２台ありますので、これを使って検査をやっております。検出下限値としましては、一般

食品では５Bq、牛乳、乳児用食品、ミネラルウオーター類につきましては１Bq 以下という

ことを考えております。 
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 検査フローとしましては、一定の場所のスーパーマーケット等で買いますと県内全域の

ものがわからないということがございますので、県域には５カ所の保健所がございます、

この各保健所に振り分けまして、県域全てのところから、皆様が食べられている一般流通

食品を集めるというふうなことをやっております。そのまま衛生研究所のほうに搬入しま

して、検査。検査結果のほうは、私ども食品・衛生課のほうに全て上がってきまして、私

どものほうから、マスコミさん、それからホームページ等を通じまして公表という形をと

ってございます。 

 実際にどういったような検査かということになりますけれども、これは牛肉の実際の検

査の方法をお示ししております。まずはサンプリングのほうで細かく砕いて、下にありま

す U－８、この容器が実は２リットル容器と 180 ミリリットル容器の大小２種類ございま

す、こちらのどちらかの容器に詰めまして、全体を隙間のないように詰めるということが

ポイントというふうに聞いております。ビニールに入れまして、測定器に置きます。そし

て、検査器のほうを動かしていくという形になります。 

 これがゲルマニウム半導体の検出器の内部という形になるんですけども、これが非常に

厚うございます。これなぜ厚いかというと、ここが鉛で覆われています。この検出器の全

体像はこういったものですけれども、大体ここ、厚い鉛で覆われていますので、重さが約

２t、それであとお値段のほうも約 2,000 万円程度１台かかる、結構高価な機器という形に

なります。 

 じゃあ、なぜこういったような鉛で覆われているかといいますと、非常に微量なもので

すから、外からの自然の放射線、これを拾わないようにということを考えておりまして、

これだけの厳重な鉛で囲われた検出器というふうになっておるということになります。 

 また、非常に冷却しないと使えないということで、ランニングコスト、電気代も非常に

かかる機械ということになります。 

 あとの、お肉以外は、大体キャベツそれから牛乳などは、こういったような大きな容器

のほうに入れてやります。やはり同じように中に入れてやると。 

 実際のデータ処理は、解析用のパソコンが附属して付いてございます。 

 その画面がこのようになっておりまして、こちらのほうにセシウム、この１つのピーク

が各放射性物質のピークになっております。こちらがセシウム 134 と 137 という形になり

ます。検出の能力が低いと、ここの山が非常に近づくと、これがくっついてしまったりし

て正確なデータが出ないという形になりますが、このゲルマニウム検出器については、こ

ういった形でしっかりとしたピークがございます。ちなみに、ほかのピークもありますが、

これは自然放射線、先ほどからお話ししているようなものがまじってくるという形になり

ます。 

 実際に、県の今までの４月から９月までの取組みなんですけれども、まだ９月の２回目

のほうが行われておりません。この週末にやる予定にしておりますので、現在まで 55 検体

の検査をやっております。 
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 この中でセシウムが検出されたものは、まずツバス、これがハマチの幼魚のようなもの

なんですけれども、そちらのほうの千葉県産のほうが 14.5 Bq、それから精米、お米のほ

うですね、宮城県産のほうで 5.5 Bq、調製粉乳の群馬県産のほうで 0.48 Bq という数値を

今まででは実際に検出をしてございます。実際、いずれも基準値以下であったということ

です。これ以外は検出されませんでした。 

 これらのデータですけれども、いろんなところで私ども公表しております。県庁の私ど

もの食品・衛生課のホームページもございますし、あと食品以外も、環境のほうの放射線、

それからカツオ等の水産物、これは水産部のほうで検査をやっているんですけれども、そ

ういったようなものも検査が出ております。ちなみに、カツオのほうは毎月１回、大体５

匹か６匹を１つの検体として検査をやっておりますが、今年度はまだ放射性セシウムが検

出されたというデータはないというふうにお聞きをしてございます。あと、腐葉土なんか

も、環境農業課さんのほうがホームページのほうで公表を行っております。 

 あと、高知市保健所さん、それから文科省さん、そういったようなところの検査データ

のほうもこちらにございますので、ホームページ等の検索のほうをお願いしたいと思いま

す。 

 最後に、高知県の検査以外の取り組みとしまして、こういったような、まず正しい知識

を皆様にお伝えしなければならないというふうに考えておりまして、まずはリスクコミュ

ニケーション、今回のほうも含めまして、今年度３回予定をしております。 

 １回目は７月 23 日にもう既に終わっております。これにつきましては、やはり皆さん、

子どもさん、特に学校給食についての関心も高いということをお聞きしておりましたので、

まずは地域の専門家と書いてありますが、これは基本的に言えば学校給食の関係者さんの

ほうに集まっていただきまして、まず１回目のこのリスクコミュニケーションをやってお

ります。これも同じく食品安全委員会さんのほうに来ていただきまして、お話を進めてい

ます。 

 第２回目が今日で、一般の皆様方。それから、第３回としまして、まだ細かな日程は決

まっていないんですけれども、今年中にもう一回、各種のいろんな団体さんを集めて、講

習会のほうを行いたい、リスクコミュニケーションを行いたいというふうに考えておりま

す。 

 あと、各種講習会、県が主催する講習会等における情報提供。 

 それから、放射線に関する研修会、例えば今まであったのは、市町村さんのほうの教育

委員会さん、そういったようなところが何とかやってもらえないかというふうなご依頼が

ありまして、それにつきましては全て講師のほうを派遣して対応するという形になってお

ります。今日お集まりの皆様方の中でも、今後もっと詳しい、もっと身近にお話を聞きた

いということがありましたら、私どものほうにご依頼をいただければ、可能な限り対応し

たいというふうに考えてございます。 
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 ちょっと短くなりましたけども、以上で県の食品衛生のほうの対応ということでお話を

させていただきました。どうもありがとうございました。 

 

司会者（消費者庁・影山） それでは、最後の説明になります。高知市の取り組み、高知

市の食品放射能汚染対策について、高知市保健所生活食品課主幹藤川洋一郎より説明しま

す。 

 

○藤川（高知市） ただいまご紹介にあずかりました高知市保健所の藤川と申します。県

のほうからも説明があったと思いますが、皆さんにご理解いただきたいのは、高知市は中

核市でございます。ですから、保健所、要するに食品行政だけは高知市のほうがしており

ます。ですから、逆に言いますと、生産行政、要するに農産物の生産現場、畜産物の生産

現場、それから先ほどカツオの定点での検査の結果とかということがありましたけども、

そういった部分に関しては、高知市も含めて高知県さんがされています。このあたりがな

かなかわかりにくい部分なんですが、食べ物の、直接皆さん、消費者の方が食べる部分に

関しては高知市の保健所がしておるということを、まず最初にご理解いただきたいと思い

ます。 

 その上で、高知市の取り組みですが、ほとんど高知県さんと重なる部分になります。１

つは、まず食品を検査していくということになります。１つは、講習会。最後に、このよ

うな、今日のようなリスクコミュニケーションを開催していく。一応この３本、３つを柱

として、高知市の放射性物質汚染に対する取り組みをしております。 

 一番違いますのが、食品の検査になります。というのが、先ほど県の写真で見ておりま

したゲルマニウム半導体検出装置、約 2,000 万円します。これは残念ながら、高知市、持

っておりません。高知市のほうは、厚労省さんですかね、最初のほうの国のご説明であり

ましたもう一つの NaI シンチレーションスペクトロメータというものを導入しておりまし

て、これが実際には７月に入りました。現在、準備が終わって、これから独自の検査をス

タートすることになっております。 

 当初、平成 24 年の高知市の、当然毎年いろんな食品の検査、取り組みに関しましては、

監視指導計画というものを立てております。その中で、ちょっと少ない数なんですが、当

初は野菜等を 30 検体、加工食品を５検体。大体１日に検査できる量が大体５検体程度です

ので、このような予定をしておりました。現在、独自の機械が入りましたので、これをち

ょっと上方、もう少し多い数を、県の数に恥ずかしくないような数に変えるように今策定

し直しております。 

 現在までは、高知市の機械がまだ動いておりませんでしたので、高知県の衛生研究所さ

んの協力を得まして、食肉４検体、野菜３検体、水産加工食品１検体の８検体だけが、高

知市独自として検査が済んでおります。全て違反のものはございませんでした。 
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 なお、これらの結果につきましては、全て高知市のホームページで公表しております。

また、皆さんにいろいろご理解していただきたいし、問題提起の意味で、それぞれの食品

に含まれておる、当然セシウムに関しましては１検体を除いては全て検出限界以下でした

けども、その食品のカリウムによる放射線の値についても公表しております。是非とも高

知市のホームページから見ていただけたらと思っております。 

 実際、これは全て皆さんのお手元に資料がありますので、後ほど見ていただいたらいい

んですけども、今回高知市のほうで導入しました機械の詳細です。先ほど県の機械が２t

ということをおっしゃっていましたけども、高知市の機械は 500 ㎏です。大体これが感度

の差だと思っていただけたらいいと思います。結局、鉛の厚さの差です。ですから、皆さ

んが思っている以上に放射能は身の回りにありますので、それをいかに遮蔽するかが感度

にかかわってきます。 

 続きまして、講習会です。これは依頼のあった講習会、それから高知市が主催します講

習会で、今年度に関しましては、放射能問題に関しましては全てできるだけ説明させてい

ただくようにしております。また、依頼を受けましたら、消費者の方々、もしくは当然行

政の中でも、教育委員会さんから栄養士さん、それから養護教師の方々、それから調理員

の方々、それぞれに対しての講習会等を実施しております。また、高知市内のグループで

要望がありましたら、市の保健所のほうに申し出ていただけたらありがたいです。 

 最後に、リスクコミュニケーションですが、県・市共催でしておりますので、県の説明

と同じになりますが、共催のやつの３つ目ですね、地域の消費者団体と共催した意見交換

会ということで、高知市内を中心として、当然市外の消費者団体の方もおられるんですが、

11 月に開催を予定しております。現在、その準備を進めておるところになります。 

 高知市独自のリスコミとしまして、高知市が独自に入れました機械のほうを活用したリ

スクコミュニケーションのほうを 11 月のリスコミ以降、ですから 12 月以降にまた計画を

したいと考えております。市のホームページもしくは広報紙等で皆さんにお知らせしたい

と思っておりますので、是非ともそういったのを見られましたら、興味ある方のご参加を

お願いしたいと思います。 

 時間が押しておりますので、雑駁とはなりましたけども、高知市の取り組みです。 

 以上となります。どうもありがとうございました。 

 

○司会者（消費者庁・影山） それでは、ここで約 10 分間の休憩をとりたいと思います。

前と後ろにそれぞれ時計がありますけども、15 時 30 分に再開いたしますので、それまで

に席にお戻りいただければと思います。 

 休憩時間を利用して、アンケートのご記入にご協力をお願いします。 
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○司会者（消費者庁・影山） それでは、時間になりましたので、再開いたします。 

 これからは質疑応答、意見交換会の時間となります。壇上には、先ほど講演しました５

人が登っております。ご質問のある方は挙手でお願いしたいと思います。 

 本日ご参加いただけなかった方のために広く情報をホームページ等で公開するために、

所属とお名前を申し上げていただければと思います。名前に不都合のある方は、ご所属だ

けでもおっしゃっていただければと思います。 

 注意事項ですけども、まず挙手をいただいて、私のほうで指名いたします。そこにマイ

クをお持ちいたしますので、所属と、できれば名前もおっしゃっていただければと思いま

す。できるだけ多くの方にご質問や意見をお伺いしたいと思いますので、質問や意見は簡

明にお願いします。回答者も簡単に回答をお願いします。 

 それでは、意見交換会、質疑応答を始めたいと思います。 

 ご意見、質問のある方、挙手お願い。 

 それでは早かった、前の白い服の女性の方。 

○質問者Ａ グリーン市民ネットワーク高知の外京といいます。グリーン市民ネットワー

ク高知では、疎開ママさんを支援しています。それで、先ほどまでいたんですけど、お子

さんのお迎えなんかで早々に帰らなきゃいけないお母さんたちのかわりに、質問を２点し

たいと思います。 

 １点目は、17 都県の生産されたものは、これまでいろいろ高いデータが出ているので、

それは検査するということだったんですが、全量検査ではないですよね、と伺いました。

ということは、全量検査しない、検査してないものが今高知県で盛んに流通しているわけ

です。それは比較的安い、スーパーなんかでも売られています。どこそこのキャベツだと

か、どこそこのブロッコリーであるとか、そういうものが給食の食材にまざってしまうと

いうことを疎開してきたママさんたちが非常に心配しています。もし、検査から漏れたも

のでデータの高いものが給食にまざった場合、どうしていただけるんでしょうかというの

が１点目。 

 それから、２点目は、ヨーロッパの放射線リスク委員会でしたっけ、ＥＣなんとかとい

うところは、外部被ばくよりも内部被ばくのほうが 600 倍以上リスクが高い、これは飛程

が放射線核種の飛程の短いアルファ線、ベータ線核種のものが体の中に入ったときに、非

常に大きな障害を体の中に及ぼす。そういう意味で、非常に大きなリスクがあるというこ

とを言っています。それなのに、セシウムだけで代表の、その指標として測るということ

に、私たちは非常に危機を感じるんですが。子どもたちの食材として牛乳だとか、それか

ら、今まで調べたところによると、牛乳は大体県内産のもの、四国産のものを使っている

ということがわかったんですけれど、そうじゃないものが、例えば脱脂粉乳がパンに使わ

れている。小麦も、国内産小麦というと、大体東北のものが多いですよね、ナンブコムギ

とか。そういうものが食材にまざってくる危険性が非常に高いので、私たちはいいんです

よ、だけど幼い子どもたちの、幼稚園、保育園の給食の食材にそういうものがまざってい
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るという、そういうリスクをどういうふうにカバーしていただけるか、その２点をお聞か

せください。 

○司会者（消費者庁・影山） 質問、２点ありました。 

 17 都県の生産物についての検査、これは全量検査されていないという話です。高知県で

実際にそういうものについて、給食の取り組みがどうなされているのか、漏れたものにつ

いて含めて回答いただく。 

 ２点目について、内部被ばくの健康影響についての問いです。セシウムだけということ

で、先ほど説明にもありましたとおり、放射線核種、寄与率を掛けて５核種を測っており

ます。その辺も含めて、食材についての内容について、基準の決め方について、これは厚

労省のほうからということでよろしいですか。 

 では、まずは高知県さんのほうからお願いします。 

○松岡（高知県） まず、学校給食に対して、17 都県から入ってきているということのご

質問ということなんですけれども。基本的に、私、教育委員会の人間ではないですけれど

も、まず検査というものを９月から学校給食の検査、放射性の検査というのは開始されて

いるというふうにお聞きをしております。県内３カ所で毎週やるという形でお話を聞いて

おりますので、学校給食についても検査のほうは始まっているということになると思いま

す。 

 ただ、あとの食材の云々ということの細かいところになりますと、ちょっと私のほうで

は答えにくい部分がございます。今日、教育委員会さんのほうも、担当のチーフさん、そ

れから担当さんが来られてますので、そちらのほうから直接聞いていただいて構いません

ですかね。ちょっとお待ちいただきます。 

○質問者Ａ すいません、学校給食は割とね、学校給食安全会というのがあるから、いい

んですよ。幼・保なんです。幼稚園、保育園、それは手つかずなんです。それはもう新規

の業者に任されてるんですね。その園なりに任されているので、そこが問題なんですよ。

しかも、学校給食だって、３つだけで、ピックアップして３つ、３カ所だけやるわけでし

ょう。だから、トータルに、その辺をどういうふうに縛りをかけていくか、どうやって安

全を保つかというふうな、行政は、政策は、県の場合、高知市の場合、ないと思うんです

が。 

○松岡（高知県） まずは、まずは学校給食の話から、まず１つ進めさせていただいて構

いませんですかね。 

 そうしたら、すいません、教育委員会さんのほうから少しそのあたりのお話をお願いし

ます。 

○高知県教育委員会 高知県教育委員会事務局スポーツ健康教育課沖本と申します。よろ

しくお願いします。 

 文部科学省の学校給食モニタリング事業というものがありまして、県下３カ所、これは

週、１週５日分の食材を週１回検査するという流れで、毎週行っております。その週の結
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果についてホームページで報告を公表しているものです。子どもさんが召し上がった１食

全体についての検査値となっておりますので、今のところは食材一つ一つということでは

ないですけども、食べたものについての結果についてある程度の確認をしているところで

す。 

 以上です。 

○飯田（農林水産省） 農林水産省から１つ、追加で説明させていただきます。日本全国

に流通している食材についてご心配されているんだろうと、高知県に限らず全国的な問題

として捉えているんだろうと思います。全量検査しているのは、誤解があるといけないの

でお話ししておきますと、米だとか牛肉の一部、ごく一部で全量検査しているものでござ

いまして、全体のものを全量検査しているということではございません。これはあくまで

も抽出的なサンプリングによって検査して、全国の自治体の協力も得ながら、あるいは農

林水産省も全力を挙げて、水産庁等も全力を挙げて検査をしているところです。全量検査

は、物理的にも無理ではと考えます。この検査は基本的には破壊検査ですので、全量検査

をすると、それこそ食べるものがなくなってしまうのではないかと思います。過去に 50 Bq

を超えるようなものがある食材については、徹底的に調査することにしておりますが、そ

れ以外のものにつきましては定期的な検査になろうというふうに思います。 

○司会者（消費者庁・影山） はい、厚労省はいかがでしょう。 

○林（厚生労働省） 厚生労働省からは、給食とか特定のものについての具体的なお話は

難しいんですけれども、全体として、どういう仕組みで安全を確保しようという考え方で

やっているかというところをお話したいと思います。 

 今、ご質問いただいて、大変にご心配されている方がいらっしゃるということ、改めて

私も感じました。今日ここに来る機会をいただいて、本当によかったなというふうに思っ

ています。今お話ししましたように、米で全量検査ができるのは、その袋の形が概ね同じ

であるとか、そういう非常に整った条件で、たまたまあのような機械が開発されて、でき

ているということです。全ての食品について全量検査するということは、今申し上げまし

たように到底できないものでございます。そういった中で、できるだけ検査体制を拡充し

ていくということが、まず基本にあります。 

 その上で、どういう点、どういう方法で安全を確保しているかということを２つの点か

ら申し上げたいと思います。 

 １つには、検査の体制の問題ですね、検査の体制をきちんととって、そしてさらにその

検査値が高く出そうな、出るということが地域的に続けば、それを地域全体でもう出荷を

とめると、こういった厳しいことを行って、基準値を超えるものができるだけ出回らない

ようにするということを行っています。また、県に全てお任せするということではなくて、

国としても実際に流通している食品の抜き打ち検査のようなものを行って、検査を、県で

検査を全てしているわけではないですけれども、実際出回っている食品の中で基準値を超

えるようなものが実際にどのくらいあるのかということを、また別にモニタリングをして
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いて、実際にその抜き打ち検査では基準値を上回るものは出てきていないということがあ

ります。そういった形で検査をしっかりやって、基準値を上回って流通されるものが出な

いようにしていくという努力が、まず１つあります。 

 もう一つの観点は、皆さんが１年間にいろんなものをたくさん食べられる中で、たまた

まごく一部のものに放射性物質が基準値を超えて出ていたとしたら、それが本当にどれぐ

らい危ないのかという観点です。１年間に１mSv という一定の基準値、考え方をとってい

るというお話をいたしました。実際には東京では１年食べたとして 0.002 mSv ぐらいの放

射性セシウムが出ているという状況でありますので、仮に皆さんが食べられる食品の中で

幾つかのものが放射性物質の基準値を上回るというようなことが仮にあったとしても、１

年間でいろんな食品を満遍なく食べていただくことで安全が確保できる。そういう側面も

あるというふうに考えています。 

○司会者（消費者庁・影山） はい、よろしいですか。 

 では、ほかにご質問、意見のある方。 

 後ろの女性の方。 

○質問者Ｂ 一般の主婦です。福井と申します。東北の方には申し訳ないんですけども、

茨城とかあちらから来たものは一切、一応表示されているものは使ってないんですが。高

知県、地産地消で高知県とか高知市内でつくっているものを食べていれば、放射能は大丈

夫と思っててよろしいでしょうか。小さい孫がおりますので。単純な質問なんですが。 

○司会者（消費者庁・影山） 高知県のものが安心で、放射性物質があるかどうかという

確認ということでよろしいですか。 

○質問者Ｂ はい。 

○司会者（消費者庁・影山） では、高知県さんのほうに。 

○松岡（高知県） まず、その指標としまして、空間放射線量、それから放射性物質の降

下量等を測定しております。それについては、通常の値と変化ございません。そういった

ことから考えれば、高知県内に外から降ってくるようなものというものに関しては、非常

にごくごく、あってもごくごく微量であろうと、まずないであろうというふうに考えてい

ます。 

 また、私どものほうの検査のほうも、県外産、それから県内産、県外産は大体 17 都県を

ターゲットにしておりまして、あと県内産もそれにあわせてやっておるんですけれども、

県内産のほうからは放射性物質、セシウムは一度も検出されたことがございません。そう

いったことを考えれば、今後もいろんなデータを積み上げていく必要があろうかと思いま

すけれども、今の時点では安全性は非常に高いものではないかというふうに考えられると

思います。 

○質問者Ｂ はい、ありがとうございます。 

○司会者（消費者庁・影山） 県内産のものは大丈夫、安心だということで。 

 では、ほかに。 
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 はい、女性の方。 

○質問者Ｃ ほかの件でもいいですか、今の件ですか。 

○司会者（消費者庁・影山） はい、別のご質問を。 

○質問者Ｃ 構いませんか。 

○司会者（消費者庁・影山） はい、どうぞ。 

○質問者Ｃ 介良の浜田です。私、非常に不勉強で、今日、説明の中に、米一袋、これが

そのまま機械を通って、放射線量が出ると。あんなことが、例えばキャベツ１個入れて、

すぐに出ないのか。あるいはカツオ、このカツオ、大丈夫かしら、私たちはこれからのカ

ツオというのは大変心配をするわけですよね。それで、このカツオ大丈夫なの、このカツ

オをこう通して、測る、そういう機械というのはないものでしょうか。 

 あるいは、もう一つは、検体を調べるのにどれぐらい時間がかかるのか。私たちは日常

生活している中で、例えば量販店で物を買う。そのときに、先ほどちょっとあったんです

が、県外産がある、これ、安いし、買いたい。けど、これ、大丈夫かしらと、子ども、私

たちは年寄りですから、何を食べようとも、あとは少ないですので、何の心配もせずに買

い物しているんですけど、小さい子どもを持っている家庭というのは、やはりそれで躊躇

をするんじゃないかと。そんなら、量販店でそういう心配なときに、何とか測れる方法は

ないのか、そこのあたりお聞きをしたいんで、本当に初歩的な質問ですが、よろしくお願

いします。 

○司会者（消費者庁・影山） はい、ではまず検査は、農林水産省の動画のものをご覧に

なって、その仕組みのものが普通にあるかどうか。あの機械自体が高価なものということ

もあって、あと今後の技術革新ということもあります。そのあたり、検体があのようにス

ムーズに時間がかからずにいくということは、今後可能かどうかというところを、技術的

な話です。もう一つ、検査の時間、簡単に検査ができる方法がないかどうかということで

すね。２点、はい。 

○飯田（農林水産省） 先ほど厚生労働省からもお話しさせていただきましたけども、お

米の一袋の形を全て統一し、重量や密度を一定にした上で検査しているから、あれができ

るのであって、それも半年以上の開発期間をかけて開発した機械です。それがほかの食材

に適用できるかというと、これは形が全て異なるものについては難しいと私は思っており

ます。それから、時間については、準備が整えば、これは１分もかからないでできる、大

変優れたスクリーニングの機械です。 

○林（厚生労働省） 普通の検査、どうやってやっているか、県のご説明の中に写真があ

ったと思いますけれども、食品を１㎏ぐらい買ってきて、それを刻んで、非常に均一な状

態にして、そして同じ、決められた、全く同じ形の容器の中にぴったりと線まで詰めて、

それで、そこから 30 分とか１時間、そこから放射線が出てくるのをじっと待って、機械の

中で、その鉛の遮蔽した容器の中で測るということをしています。 
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お米でその検査がスムーズにできるのは、何度も言っていますとおり、その袋が全部同

じ形で、そして量が非常に大きいというようなことが、いろんなよい条件が整ってできて

いるということです。ですので、またあの機械も非常に高価です。皆さんが今、皆さん恐

らくここにいらっしゃる方のたくさんの方は、私の家で買うものを測ってほしいと思って

いらっしゃると思うんですけれども、そういったことに対応することは残念ながら今はで

きない状態ですので、代表して都道府県が検査をするということで対応していくというこ

とを基本にしています。 

○質問者Ｃ もう一個、質問。 

○司会者（消費者庁・影山） では、手短にお願いします。 

○質問者Ｃ そういう機械というのは、まだ開発をされてないということですか、日本で。 

○林（厚生労働省） そうです。 

○質問者Ｃ それとも、高いから買えないということですか。 

○林（厚生労働省） したがって、まず、ある機械というのは、全く同じ容器で、すり潰

したものを時間をかけて測るという機械はあります。それは、ただ非常に高価です。さっ

きおっしゃったような、カツオ、どんなカツオが来ても、それを入れればいいというよう

な機械はまだ開発されていません。 

○司会者（消費者庁・影山） では、その後ろの方。はい、お願いします。 

○質問者Ｄ 演者の皆様にはご丁寧な説明いただきまして、ありがとうございました。高

知県立大学の川村と申します。質問ではなくてお願いですけれども、データの表示をされ

るときに、食品の分類の仕方が各省庁によって違っています。例えば、穀物だったり米だ

ったり、米も玄米であったりしますので、玄米なのか精白米なのかによって多少違ってく

ると思うんですね。それから、野菜にしても、一般野菜とか野菜だとかありまして。専門

的にはいろいろありますけれども、共通した食品群の分類をして、表示をしていただきた

いというふうに思います。 

 それで、今後、内部被ばく等のデータがなかなかないということもあって、いろんなデ

ータの蓄積を今しておられると思うんですけれども、私たちは省庁間の壁ではなくて、暮

らしの中で、例えば大気、それから海水、土壌の、これは東日本だけではなくて、日本全

体を含めて、世界の中でどういうふうな放射能の推移が、３・11 以後あるかと。その中で、

食品、食品もそれぞれいろんな、十数の分類に分けられているんですけれども、それがど

のように推移をしているかということを系統的な発表をしていただきたい。 

 それから、データも、数は何万件だとかということが今なされていますけれども、ひょ

っとしたらホウレンソウばかりになるかもしれませんし、地域によって種類が異なると思

うんですね。ですから、是非使う用語の統一性だとか、そのあたりを明確にしてご発表い

ただきたいというふうに思います。お願いでございます。 

○司会者（消費者庁・影山） ありがとうございます。意見として承ります。 

 では、ほかの方。 
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 では、後ろの女性の方、真ん中の方です。 

 はい、どうぞ。 

○質問者Ｅ 高知市内の松岡と申します。ただの一市民であります。私は、疑問というか、

よくわからないがゆえに言うのでありますが、この基準全ての話の基準が㎏当たり 100 Bq

ということになって、そのことでお話がありました。この 100 Bq についての説明があった

のですが、これでも危ないというような資料等々は、文献等々はなかったのでしょうか。

ソビエトの乳児の数値なんかを見ると、50 Bq 以下になっています。昨年度は 500 Bq でも

よかったと、今年は 100 Bq でやると。ただの市民としては、どこをどう信じてよいのか、

正直言ってわかりません。ただ、願いとしては、限りなくゼロに近づけてもらいたい。今

後、この基準をさらに見直していくというような、そういうふうな思いは食品安全委員会

のほうにはないでしょうか。 

○司会者（消費者庁・影山） 基準値の設定ということになりますので、厚労省。文献と

いう意味では食品安全委員会ですね、お二人、お願いします。 

○林（厚生労働省） 基準値の設定において、もっと、できるだけ低い基準にしたほうが

いいのではないかというご趣旨だというふうに思います。まず、そもそもの話としてお話

をしないといけないのは、食品を扱っている者として、リスクを完全にゼロにするという

ことは、これはどんな食品であっても、どんな汚染物質であっても、そういうことはなか

なか難しいという考えが、まず根本的にはございます。放射性物質のことが非常に脚光を

浴びていますけれども、農薬であったり、いろんな重金属であったり、いろんな汚染物質

がある中で、リスクを完全にゼロにするという考え方で取り組んでいくということは行っ

ているわけではないということはあります。これは食品の分野に限ったことではなくて、

皆様が生活されている中でいろんなリスクがあります、そういったものとどうつき合って

いくかという観点で、いろんなリスク、いろんな危険をできるだけ避けながら、小さくし

ながら上手に生きていらっしゃるということと同じ考え方です。 

 その上で、今回１mSv という基準を設定していますけれども、これは私たちが安全だと

感じることができるラインということでいうと、十分に安全だというふうに考えています

し、そしてまたその１mSv という考え方をもとに 100 Bq という基準を設定していますが、

それを目標にみんなで頑張って、実際の食品に含まれている線量というのは、放射性物質

というのはもっともっと少ないレベルまで今管理できるようになってきたということです

ので、今の状況で日本の中でいろんなものを食べていくということについては、普通に一

般的に使う意味での安全ということは十分に満たされているのではないかというふうに考

えています。今後、基準値を見直していくということは今考えていませんし、そうしなく

ても十分に安全が確保できているというふうに考えています。 

○間渕（食品安全委員会） 追加の線量として 100 mSv という数値を食品安全委員会のほ

うが提示をさせていただいたことに対して、その数値の見直しがあるかという、評価の見

直しがあるかというお話だと思うのですが、チェルノブイリに関しましても、もう事故が
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起きてから 25 年経過しておりますし、広島・長崎の原爆に関しましてはもう 50 年以上、

それ以上たっております。最近になって、低線量の被ばくということに関しても、いろい

ろな情報や、新しい知見が上がってきておりますので、全く再評価を今後しないというこ

とではなく、また新たな知見がどんどん集積し、再評価するべきであるというときが来た

ときには、また評価をすることがあるというふうに食品安全委員会では考えております。 

○司会者（消費者庁・影山） よろしいですか。 

 では、後ろの女性の方。 

○質問者Ｆ いろんなことから。 

○司会者（消費者庁・影山） はい。 

○質問者Ｆ いろんなことからわかったんですけど、和歌山のヒ素入りカレー事件があり

ましたよね。あのことに関して、「四人はなぜ死んだのか」という本を三好、三好、ちょ

っと忘れちゃったんですけど、15 歳の女の子が、本に書いてあるんですけど、そこに、あ

る先生が心臓を放射線で検査するときに、タリウム 201 を使って、それで縛られた状況に

あるって、患者さんから話が来たらしいんですよ。自分が検体になって、受けられまして

ね。それでね、ツヅラフジとかね、これ、野草なんですけど、それが体の中に核崩壊で、

201 の放射線を受けると、核崩壊で水銀がたまるというんですよ。そうすると、心臓、消

化不全が起きたり、呼吸不全が起きたり、酵素と結託して。だから、それを解くのに、い

ろんな農薬とかの害を防ぐのに、ツヅラフジがよく効くと。それから、コリアンダーとい

うハーブ。 

○司会者（消費者庁・影山） もう少し、すいません、簡明にお願いします。 

 質問を。 

○質問者Ｆ はい、うん。ハーブなんかがよく効くと、そういうことをね。 

 それから、広島に、「長崎原爆記」というのを書いた秋月辰一郎さんというお方がおら

れるんですけどね、その一人一人何人もの人の体験を書いて集めた中に、どこどこ産のブ

ドウ酒が体内被ばくを消すと、多分微生物だと思うんですけど。それで、中心部に、チェ

ルノブイリで活躍した方が、六十何歳まで生きてた。そういうことが文藝春秋に載ったし、

それからその秋月辰一郎さん。 

○司会者（消費者庁・影山） すいません、ご意見ということで。 

○質問者Ｆ いや、ご意見というかね、みんなのいろんな、体がおかしくなったときにね、

被ばくでなった場合に対応策として、そういうことを覚えとかれたらいいと思って、ちょ

っと言わせてもらっているんです。 

 それで、もう一つね、「長崎原爆記」に載っていたんですけど、物すごい、42 度の熱が

あって、何日も続いて、髪の毛が抜けて、紫色の斑点ができた状態でね、奥さんが葬式の

用意してくださいって大家さんに言いに行ったらね。アフリカ産のサイの角を粉末にして

飲んだらね。20 年も生きてたと。起死回生みたいな、放射能に対する対応のものであると

いうことね。 
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○司会者（消費者庁・影山） はい、わかりました。ありがとうございます。 

○質問者Ｆ そういうことをちゃんと覚えとくと。 

○司会者（消費者庁・影山） 皆さん、情報を共有していただいて、ご意見として承りま

す。ありがとうございました。 

 では、ほかの方。 

 はい、では、こちらの真ん中の方、はい。 

○質問者Ｇ 一般の主婦です。内閣府の間渕さんですかね、間渕さんの説明と、それから

林さんの説明で矛盾があるような気がして、ご説明を伺いたいんですけれど。 

 資料の９ページに食品健康影響評価の結果の概要、「小児の期間については感受性が成

人より高い可能性がある」という文言がありますが、先ほどから質問されている方も子ど

もさんのことについて大変心配されているようなんですが。それに対し、15 ページの基準

値の計算の考え方、これで、「乳幼児にとっては、限度値と比べて大きな余裕がある」と

いうことで、限度値が大人に比べてすごく高くて、ベクレル、460 Bq に１歳未満はなって

ます。これは、こっちでは小児の感受性が高いというのと何か矛盾しているように思うん

ですが。 

 そこの説明と、もう一つ、構いませんか。子どもがかつおぶしが大好きで、もうかつお

ぶし、かつおぶしと言ってるんですが、かつおぶしを是非定期的に、カツオは、かつおぶ

しになるカツオの検査と、それから酒盗の、カツオの内臓ですけど、酒盗の検査をしたこ

とがありますでしょうか。していないようでしたら、是非定期的にお願いしたいんですが。

これ、高知のお土産ですし、やはり安心感があると思うので、ちゃんと調べているという

ことをちゃんと公表したほうがいいと思いますけど。 

○司会者（消費者庁・影山） はい、では。 

○林（厚生労働省） ご質問ありがとうございます。資料も大変よく読んでいただいて、

感謝申し上げます。私の資料の 15 ページで、１歳未満の限度値、計算した限度値のほうが

大人よりも大きくなっているけれども、感受性が高いんだったら、本当は小さくなるはず

なんじゃないかというご質問でした。 

 これは、感受性のことだけが今話題になりましたけども、この限度値、すなわちもとに

なるのは実効線量係数というのが年齢によって違っていることから来るんですけれども、

これにはさまざまなものが勘案されています。１つには、食べる量があります。お子さん

のほうが当然食べる量は少ないということが大きく影響しています。それから、これは核

種によるんですけれども、排せつされるまでの時間があります。セシウムであれば、１歳

未満の方のほうが大人よりもずっと早く排せつをしていくということですので、同じ放射

性物質の量を食べても、その放射性物質が体の中で出す放射線、体の中にいる間に、ある

間に出す放射線の量が、排せつが早いほど少ないというようなことが勘案されます。 

 そういうことを計算していくと、限度値、計算した限度値が大人よりも１歳未満の方の

ほうが大きくなっているということがあります。したがって仮に、感受性の部分、まだわ
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からないところがあったりして、もう少し１歳未満の方の感受性が高かったというような

ことが仮にあったとしても、その分の余裕が見込まれているというふうにご理解いただけ

ればというふうに思います。 

○司会者（消費者庁・影山） 間渕さん、よろしいですか。 

 では、すいません、かつおぶしの検査については、県のほうに。 

○松岡（高知県） カツオにつきましては、私ども、魚介類ということで毎月１検体ずつ

検査をしております。ただ、いろんな魚介類、特に 17 都県、向こうの千葉のほう、そうい

ったようなところを中心にやっておりまして。実はカツオのほうは、先ほど私が最後のほ

うに少しお話をしましたけれども、水産の部局のほうで毎月１回必ず検査をしておると。

カツオのほうは、そちらのほうで検査をしていただいています。検査の方法は、５匹か６

匹を１つの検体として、一気にまとめて１つの検体として検査をするというやり方をやっ

ておって、いずれも出たことがないということになっていますので、カツオの検査につき

ましては基本的にはそちらのほうでやっていただこうかなと私どものほうは考えておりま

す。 

 あと、かつおぶしと酒盗ですね、はい。 

○藤川（高知市） 酒盗に関しましては、高知市内で結構生産されていますので、担当す

るとしたら高知市になるかと思うんですが。ただ、高知市、先ほど計画が最初 35 検体でし

た。年間一応 80 検体ぐらいまでは引き上げる予定にしておりますが、残念ながらその中に

酒盗が入るかというと、優先順位は低うございます。当然、それ以外に他県で出ておるも

の、実際に汚染の実態があったような生鮮食材がまず最優先になります。 

 もしも、高知県さんがされておる漁獲されたカツオの放射線の値がある程度上がってき

た場合は、当然酒盗にも出てくる可能性があります。そうなった場合には、当然汚染の可

能性があるということで、検査することは検討しますが、今のところはカツオの汚染自体

がないのに、酒盗だけが汚染されるということは、まずこれは考えられませんので、今の

ところは計画しておりません。 

○司会者（消費者庁・影山） はい、よろしいでしょうか。 

 では、すいません、ただいま時刻が４時７分を過ぎております。当初、終了予定時刻は

４時と申し上げました。時間が限られていますので、最後の質問に移らせていただきたい

と思います。 

どなたか、最後。はい、では、今お三方手が挙がりましたので、このお三方でもって質

問を終了させていただきます。 

 では、順番に、皆さんまず質問を述べてから、回答するということにしますので、まず

右側の列の女性の方からお願いします。 

○質問者Ｈ 福島県の二本松市から四万十市に避難をしてきています。梅原と申します。

私が住んでいた福島県では、誰も福島の野菜を食べていません。福島の米も食べていませ
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ん。あんな測定で、放射能が測れるとは誰も信じていません。そんな中で、これから農水

省はこれからも食べて応援というのを続けていくのでしょうか。 

 それと、今日ここに、四国という場所で、遠く離れた場所でもこれだけの人が関心を持

って集まっています。それというのは、結局、国と国民の間に違いが余りにもあり過ぎる

んではないのかなって思うんですね、考え方について。国民は限りなくゼロを求めている

し、国は出てからの対処をすることに一貫しているような気がして、そこをもう少し国民

に歩み寄る気はこれからないのかどうかというのを聞きたいと思います。 

○司会者（消費者庁・影山） はい、では次、真ん中で手を挙げられた方、お願いします。 

○質問者Ｉ 田邉といいます。２児の母です。お願いを１点と質問を１点させていただき

たいと思います。 

 お願いは、食品に関するリスクコミュニケーションということで、私の周りにも子育て

をしている友人がたくさんおりまして、ここに参加したいと言いながら、どうしても子ど

もを離すことができないということで、来ることができない人がたくさんいました。そう

いうわけで、こういうせっかくの機会ですので、託児を設けていただいて、子育て中の私

たちも参加ができるような体制を行政にはとっていただきたいなと思います。これがお願

いです。 

 質問は、先ほどの方の質問にもあったんですが、15 ページの上の表ですね、スライドの、

基準値の計算の考え方にある限度値というものなんですが、限度というのは何の限度なの

かなということが私はわからなくて。事故以前は、私の感覚としては現在ほど気にするリ

スクでは、放射性物質はありませんでした。ゼロ Bq でないものを取り込めば被ばくすると

思っています。どんなに微量でも被ばくは被ばくで、それは体にいいということはないん

じゃないかなと思います。特に、小さい子どもについては影響が大きい可能性があるとい

うことなので、親としては無用な被ばくはさせたくない、危険のあるものは食べさせたく

ないと思って、食材の選択にすごく時間をかけるようになりました。 

 例えば、隣の表のストロンチウム 90 で 29 年の半減期とありますが、ゼロ歳児の私の子

どもが体内に取り込めば、29 歳まで半減しないということなわけなので、できるだけそう

いうものは取り込まないようにと思って生活をしています。 

 その中で、限度値というのは、許容量のことなのかなと思ってみたりするんですが、そ

れは決して安全である、安全量ではない、これだけは我慢せよという値なのかなと思って

見ているんですが、それについてのお考えをお聞かせください。 

○司会者（消費者庁・影山） では、最後、手を上げられた方、はい。 

○質問者Ｊ 新日本婦人の会という女性団体におります山崎といいます。私の団体でも子

育て中のお母さんたちがたくさんいるんですけども、そのお母さんたちが集まって、自分

たちが日頃食べているものを持ち寄って、簡単な検査の機械があったので、それで測定を

したんです。それほど大した数値は出なかったんですけれども、それは県にあるような機

械には及ばないような簡単なものだったんですけども。今、県の説明を聞いたときに、週
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に 10 検体ですかね。月ですか、余りにも、思っていたよりも少ないのでびっくりしたんで

す。時間がかかるのかな、電気代もかかると言われたから、節電のためかなとも思ったん

ですけれども。人手がかかるのかなとか、いろいろ考えたんですけれども。 

 もっと検体数を増やせないのかということと、あと教育委員会でもやってらっしゃると

いうことで、もっと簡単な機械がほかにも県内にはあるんじゃないかと思うんですけども、

どれぐらいその機械があって、精密度は違うかもしれませんけど、私たち市民が持ち込ん

で、測ってくださいとか、そういう簡単にできるようなことはできないんでしょうか。 

 それと、測ったときに基準値内のものが出てきたというんですけど、基準値内だったら、

もう流通されるということでしょうか。それは、出てきたから制限するのか、その対応の

仕方を教えてください。 

○司会者（消費者庁・影山） 今お三方、質問がありました。 

 １つ目は、福島からこちらに来られた方で、福島のものが安全でないというふうなご意

見ですけども、食べて応援するキャンペーンをしている農水のほうから、まず。 

○飯田（農林水産省） ご質問ありがとうございます。いろいろなご意見いただいて、我々

も行政に反映しなきゃいけないものも大変あると思います。先ほどお話しの「食べて応援

しよう」キャンペーンというのは農林水産省が現在も行っておりまして、農林水産省の地

下にある食堂では福島県産を中心にした食材をできるだけ利用しようという取組みも行っ

ていますし、売店で売っているものにつきましても、福島県産のものがかなりございます。

私ども生産局の人間も、お米の時期でしたらお米を買う、あるいは桃の時期だと桃を買う

というようなことで、いろいろと協力させていただき、買い控えが起こらないように、我々

としても努力をしているところでございます。 

 福島県のものが非常に汚染されているという、先ほどご意見もございました。我々、全

力を挙げて検査している中では、50 Bq どころか 10 Bq も出ないのが現状です。我々はそ

ういう認識でおりますので、是非今回のリスコミをお聞きになっていただいて、冷静に判

断をしていただきたいというふうに思います。 

○司会者（消費者庁・影山） では、２人目の方のご質問、１つは意見で、リスクコミュ

ニケーションに託児所を用意していただければというご提案でした。これは国のほうも含

めて、県さんでも市でも、意見として、貴重な意見としてありがたく受けとめ、今後の参

考にさせていただきたいと思います。 

 質問事項としましては、15 ページの限度値の考え方についてです。これについては、厚

労省、お願いします。 

○林（厚生労働省） はい。15 ページの限度値という言葉、すいません、お話しさせてい

ただいた中では定義させていただいたつもりなんですけど、もう一度申し上げます。 

 この限度値という言葉を使ったのは、前のページの計算をして、食品に割り当てた例え

ば 0.9 mSv を摂取量などで割って、何 Bqというふうに機械的に数字が出てきますけれども、

この数字、左のページで言えば 120 Bq、これを限度値と呼ぶことにしましょうということ
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で、ここでは定義をさせていただいています。したがって、この 120 Bq なりという、限度

値という言葉を使わせていただいていますが、これはどういうレベルかというと、もとに

戻ると、１mSv、１年に１mSv を受ける、その場合にその食品に含まれる放射性物質の量が

1 kg あたり 120 Bq であるという、その換算をしたものであるということになります。 

 それで、結局、そうしますと、その１mSv という数字は安全なんでしょうか、あるいは

それは我慢しないといけないんでしょうかというご質問に戻っていくんだろうというふう

に思います。食品安全委員会でいろいろ評価をしていただいて、非常にこういう微量の被

ばくということに関しては、今いろんな疫学調査をして、出てきたデータをいろいろ集め

ても、がんの人が増えたというようなデータは見つかっていないということが今の科学で

できる限りの評価であるということでありまして、その評価に基づいてこういう数字を設

定させていただいています。 

 そして、そこに向かった努力をして、さらに実際に食べていただく食品の中に含まれて

いる放射性物質の量はもっともっと少ないということは何度も申し上げているとおりでご

ざいます。そういったことで、言葉の使い方とこの考え方を回答させていただきたいと思

います。 

 それから、すいません、その前のご質問で、私どもも受けとめなくてはいけない部分と

いうのがあったような気がするんですけれども。国民の皆様、皆様方と私ども、もっとも

っと意見を交わしながら行政をしていかないといけないというふうに、真摯に思っており

ます。こういった貴重な機会に皆様方にいただいた質問や意見を、明日からの私たちの仕

事に是非生かしていきたいというふうに思っています。 

 放射性物質が出た後だけ対応しているかのような印象を私どもがご説明の中で持たせて

しまっているかもわかりませんけれども、例えば検査の対象は 50 Bq 以上のものが出たも

のだけではなくて、その地域の主要な農産物、例えばリンゴからは放射性物質が出てなく

ても、リンゴの産地ではリンゴを検査しましょうとか、そういったことを陰で一生懸命努

力をしていただいています。そういったことで、いろいろやっていますので、データに関

しては是非厚生労働省のホームページで、今までの全部のデータ、隠さずに公表しており

ますので、是非ご関心のある方はご覧いただけたらありがたいなというふうに思っており

ます。 

○司会者（消費者庁・影山） では最後、検査、測定器の数についてと検体数、増やせな

いか、持ち込み検査がもう少しできないかという問いについてお願いします。 

○松岡（高知県） 県内にあります、こういったような放射性物質を測る機器というのは、

衛研に私が申しましたようにゲルマニウムの半導体が２台、高知市さんのほうにシンチレ

ーションが１台、実はこれで全てになります。高知大学のほうにもあるんですけれども、

実はそれは全く別のものに使っていて、食品のほうには使えないということがわかってお

りまして、それはもう昨年の時点でわかっております。ですから、食品の検査をやれるの

は、この３台だけということになります。 
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 それから、検体数をということですけれども、確かに 10 検体ということですが、１検体

検査するのに２時間、私どもの県はかけております。10 検体ですけれども、20 時間、これ

で拘束されるわけです。昨年、牛肉の問題が起こったときに、実は非常に大きな問題にな

ったということで、20 検体、月に検査をしたことがございます。そのときは、ほぼ衛研さ

んのほかの事業、通常の検査も普通にやっておりますので、そういったものを全て要はや

めて、全てとは言わないんですけれども、やめてもらって、そちらのほうに、優先順位が

こちらの方が高いということで、無理してやった検体数が 20 から 30 までということでし

た。 

 それで、こういったことで定期的に安定的に、ほかの検査もございます、やるというこ

とに関しては、私どもやはり 10 検体ぐらいが今の高知県の能力ではいっぱいではないのか

なというふうに考えております。ただ、これがほかにいろんな、私どもも今まで国の方の

お話も聞いていますし、それからまたいろんなデータ等も持っておりまして、今の県内の

状況というのも考えながら検査のほうは計画をしております。今の状況は、非常にリスク

という、ハザードは非常に放射性物質ということで大きいんですけども、実際のリスクと

いうことにおいては、まだ県内でどたばたしなければいけない、非常に慌てなければいけ

ない、買い控えをする、パニックに陥る、そういったような状況には今のところ、高知県

においてはないのではないかというふうに考えています。 

 その中で、ただこれで安全であるとは決して思っておりません。ですので、10 検体を地

道に検査をしながら、あと他県の状況も厚生労働省のほうには月に１万 8,000 件の他県の

検査状況の、データが上がっています。それをできるだけの時間をかけて、私どもは検査

を見ておりまして、水産物を検査するときには千葉とか茨城、そういったようなところの

魚のデータのほうも見ておりまして、大体数 Bq 程度は出る可能性があるなというふうなこ

とを思いながら検査のほうには臨んでおります。そういったものを統合的に考えてあれば、

今のところ他の検査、衛研さんの力というものを考えて、10 検体を地道にやっていくとい

うのが、今の高知県のあるべき姿なのでないかなというふうに考えております。 

 ただ、今後もっと大きなことが起こったり、新たな情報があったりすると、検査のほう

の重要度が増せば、検体数を増やすことも検討していかなければならないのではないかと

いうふうに考えておりますので、そのあたりでご了解いただけたらというふうに思います。 

○司会者（消費者庁・影山） では、すいません。 

 それでは、時間が大分超過してしまいましたが、以上をもちまして意見交換会を終了し

たいと思います。時間の都合上ご発言いただけなかった方、申し訳ございませんでした。

これで本日の講演会を終了いたします。本日はありがとうございました。 

 


